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明
治
初

年
の
紳
奈
川
縣
刑
法

－
新
律
綱
領
施
行
以
前
の
臨
時
刑
法
典
と
徒
刑
制
度
1

手

塚

幽
豆

一二三四

は
し
が
き

「
御
定
書
」
修
正
法
典
の
編
成
と
、

徒
刑
制
度
の
實
施
と
、
そ
の
内
容

む
　
す
　
び

そ
の
特
色

は

し
が
き

　
大
政
奉
還
の
後
ち
、
明
治
三
年
十
二
月
の
新
律
綱
領
稜
布
ま
で
の
約
三
ヵ
年
間
は
、
全
國
的
な
統
一
刑
法
典
の
存
在
し
な
い
時
代
で
あ
つ
た
。

し
か
し
、
刑
事
法
は
肚
會
秩
序
維
持
の
た
め
、
必
要
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
故
、
新
政
府
は
成
立
直
後
の
慶
感
三
年
十
月
二
十
二
日
の
指
令
で
暫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

定
的
に
「
刑
法
ノ
儀
」
は
「
是
迄
ノ
通
リ
」
と
定
め
、
幕
府
の
天
領
に
は
幕
府
の
御
定
書
が
、
各
藩
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た

從
前
の
實
駄
を
、
そ
の
ま
ま
み
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
新
政
府
が
新
事
態
に
封
鷹
す
る
あ
た
ら
し
い
刑
事
法
政
策
を
全
く
放
郷
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
部
内
の
準
則
と
し
て
「
假
刑
律
」
を
制
定
し
、
ま
た
、
刑
事
、
行
刑
の
概
括
的
大
綱
を
全
國
に
通
達
し
、
さ
ら
に

府
、
縣
、
藩
か
ら
の
個
別
的
伺
に
封
し
て
適
宜
そ
の
盧
置
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
刑
事
行
刑
方
針
の
統
一
化
の
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
つ

　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
（
七
八
五
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
七
八
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
。
と
く
に
明
治
元
年
十
月
晦
日
の
達
は
石
井
良
助
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
故
幕
府
へ
御
委
任
之
刑
律
」
す
な
わ
ち
御
定
書
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
、
全
國
の
刑
法
の
統
］
を
企
圖
し
た
注
目
す
べ
き
指
令
で
あ
る
が
、
新
政
府
の
政
治
力
の
貧
困
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
目
的
を
蓮
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
維
新
後
の
約
三
年
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
府
、
縣
、
藩
が
一
感
は
新
政
府
の
刑
事
に
關
す
る
新

政
策
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
も
、
か
な
り
自
由
に
領
内
の
刑
事
、
行
刑
政
策
を
實
施
し
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
當
時
、
凋
自
の

刑
法
典
を
編
纂
し
た
地
方
が
あ
つ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
當
然
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
先
き
に
、
小
早
川
欣
吾
教
授
は
、
こ
の
時
代
に
制
定
さ
れ
た
岡
山
、
松
山
、
金
澤
等
の
藩
刑
法
典
を
獲
表
さ
れ
、
私
も
一
昨
年
の
本
誌
に
和
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

山
藩
の
刑
法
典
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
に
つ
づ
き
、
維
新
直
後
、
新
政
府
の
直
轄
領
で
あ
る
神
奈
川
縣
（
府
）
に
お
い
て
制
定
、

施
行
さ
れ
た
刑
法
典
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
徒
刑
制
度
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
特
色
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
徳
川
慶
喜
が
、
慶
慮
三
年
十
月
十
九
目
に
伺
出
た
歎
ヵ
條
の
稟
請
に
封
す
る
新
政
府
の
同
答
で
あ
る
。
全
丈
は
「
法
令
全
書
」
慶
慮
三
年
・
二
頁
参
照
。

　
（
2
）
　
假
刑
律
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
假
刑
律
の
一
考
察
」
本
誌
第
二
三
巻
二
一
號
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
3
）
　
こ
の
十
月
晦
目
の
達
の
趣
旨
は
、
「
故
幕
府
へ
御
委
任
之
刑
律
」
を
以
て
行
刑
を
行
う
べ
き
旨
を
主
眼
と
す
る
も
、
「
礫
ハ
君
父
ヲ
斌
ス
ル
大
逆
」
の
み
と
し
、

　
　
火
刑
も
泉
首
に
、
追
放
所
彿
は
徒
刑
に
そ
れ
ぞ
れ
代
え
、
流
刑
は
蝦
夷
地
を
原
則
と
す
る
も
、
準
備
完
了
迄
は
「
先
奮
二
栃
リ
」
、
窃
盗
百
爾
以
下
は
死
罪
に
せ

　
　
　
す
、
徒
刑
は
「
土
地
ノ
便
宜
ニ
ヨ
リ
各
制
ヲ
可
立
事
」
、
ま
た
死
刑
は
全
て
刑
法
官
に
伺
い
出
る
こ
と
等
を
指
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
丈
は
「
法
規
分
類
大

　
　
　
全
」
刑
法
門
口
・
刑
律
e
一
四
頁
滲
照
。

　
（
4
）
　
石
井
良
助
「
刑
罰
の
歴
史
」
（
日
本
）
（
法
學
理
論
編
）
一
〇
四
頁
、
「
朋
治
文
化
史
・
法
制
篇
」
二
七
三
頁
等
。
私
は
か
つ
て
「
故
幕
府
へ
御
委
任
之
刑
律
」

　
　
　
と
い
う
丈
言
の
意
味
を
「
御
定
書
」
と
解
繹
せ
ず
、
幕
府
時
代
の
奮
慣
（
幕
府
領
で
は
御
定
書
、
藩
で
は
各
藩
法
）
の
意
味
に
理
解
し
、
石
井
博
士
の
説
に
疑

　
　
問
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
つ
た
（
拙
論
「
新
律
綱
領
の
施
行
に
つ
い
て
」
昭
和
二
八
年
七
月
、
慶
感
義
塾
に
お
け
る
法
制
史
學
會
東
京
部
會
研
究
報
告
）
。
私
の
論

　
　
擦
は
、
御
定
書
を
以
て
全
國
の
刑
法
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
が
ご
と
ぎ
こ
と
は
實
際
上
行
わ
れ
な
か
つ
た
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
藩
が
掲
立
の
統
治
形
態
を
保

　
　
持
し
て
い
た
當
時
と
し
て
は
、
最
初
か
ら
無
理
な
要
請
で
あ
り
、
政
府
も
そ
の
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
政
府
の
企
圖
も
「
御
定
書
」
と

　
　
　
い
弓
明
確
な
意
喋
を
意
識
し
て
「
故
幕
府
へ
御
委
任
之
刑
律
」
と
い
弓
言
葉
を
使
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
軍
に
刑
政
を
幕
・
府
に
委
任
し
て
い
た
時
代
の
刑
律

　
　
　
と
い
う
意
味
、
い
い
か
え
る
と
前
蓮
の
奮
慣
の
意
味
に
用
い
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
に
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
私
は
さ
ら
に
熟
考
し
た



　
　
結
果
、
と
く
に
政
府
が
府
縣
、
藩
に
封
す
る
そ
の
後
の
指
令
に
お
い
て
、
そ
の
言
葉
が
「
御
定
書
」
を
意
味
す
る
旨
を
明
言
し
て
い
る
事
實
（
例
え
ば
元
年
十

　
　
一
月
京
都
府
伺
に
鋤
す
る
同
答
、
二
年
二
月
本
多
主
膳
正
に
封
す
る
同
答
等
）
を
素
直
に
考
慮
し
、
こ
こ
で
は
從
來
の
所
見
を
改
め
、
石
井
博
士
の
見
解
に
賛

　
　
意
を
表
し
た
い
。

（
5
）
　
小
早
川
欣
吾
「
明
治
初
頭
に
お
け
る
二
三
の
藩
の
刑
法
典
に
つ
い
て
」
明
治
法
制
叢
考
・
二
五
八
頁
以
下
。

（
6
）
　
拙
槁
「
朋
治
初
年
の
和
歌
山
藩
刑
法
f
『
徒
刑
之
法
』
及
び
『
刑
法
内
則
』
を
中
心
之
し
て
ー
」
本
誌
第
二
五
巻
三
號
一
頁
以
下
。

二
　
「
御
定
書
」
修
正
法
典
の
編
成
と
、
そ
の
特
色

　
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
神
奈
川
は
、
幕
府
の
直
轄
領
と
し
て
神
奈
川
奉
行
の
支
配
地
で
あ
つ
た
。
司
法
行
政
事
務
は
戸
部
村
の
戸
部
役
所
で

行
わ
れ
、
外
交
事
務
は
横
濱
村
の
運
上
役
所
（
慶
慮
三
年
三
月
、
横
濱
役
所
と
改
稻
）
で
行
わ
れ
て
い
た
。
内
國
事
務
と
外
國
事
務
を
別
の
場
所
で
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

扱
つ
た
の
は
、
國
内
機
密
が
外
國
に
洩
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
つ
た
と
傳
え
ら
れ
あ
。

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
明
治
元
年
三
月
、
新
政
府
は
横
濱
裁
判
所
を
設
け
、
外
國
事
務
局
輔
東
久
世
通
禧
を
総
督
に
、
同
局
椹
輔
鍋
島
直
大
を
副
総
督
に
任
命
し
、
次

い
で
同
局
判
事
寺
島
宗
則
、
井
關
盛
艮
を
横
濱
に
派
遣
し
、
翌
四
月
、
神
奈
肌
奉
行
水
野
若
狭
守
良
之
及
び
依
田
伊
勢
守
盛
克
か
ら
戸
部
牢
獄
を

含
む
各
種
機
關
を
接
牧
せ
し
め
、
横
濱
役
所
を
横
濱
裁
刹
所
、
戸
部
役
所
を
戸
部
裁
判
所
と
そ
れ
ぞ
れ
改
構
、
こ
れ
ら
を
神
奈
川
裁
判
所
と
総
稻

し
た
。
し
か
レ
、
新
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
の
・
は
幹
部
数
名
で
あ
り
、
組
頭
、
調
役
以
下
の
役
人
は
奮
神
奈
川
奉
行
所
の
陣
容
が
、
ほ
と
ん
ど
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
ま
ま
引
き
綴
が
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
五
月
に
は
、
神
奈
川
裁
制
所
は
紳
奈
川
府
裁
判
所
と
改
構
、
さ
ら
に
九
月
に
は
神
奈
川
縣
と
改
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

十
二
月
に
は
神
奈
川
十
里
部
内
を
そ
の
管
轄
地
と
し
た
。
現
在
の
神
奈
川
縣
の
基
礎
は
、
．
こ
こ
に
は
℃
め
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
神
奈
川
裁
判
所
が
新
刑
法
の
編
成
に
着
手
し
た
の
は
、
そ
の
開
設
直
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
「
横
濱
滑
革
誌
」
は
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。

　
　
去
月
以
來
（
院
魏
翻
）
、
組
頭
三
藥
五
郎
ヲ
妻
ト
シ
刑
法
ヲ
編
成
セ
シ
メ
、
蕎
彙
議
シ
之
レ
ヲ
假
律
ト
ス
．
維
暫
鍵
藷
般

　
皆
奮
幕
府
ノ
制
二
倣
フ
ト
難
モ
、
刑
法
ノ
一
事
二
至
リ
テ
ハ
苛
酷
二
失
ス
ル
ヲ
以
テ
引
用
シ
難
ク
故
二
此
編
成
ヲ
爲
ス
。
新
律
襲
令
迄
之
ヲ
適

　
　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
七
八
七
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
七
八
八
）

用
ス
（
隷
貼
）
．

　
奮
紳
奈
川
奉
行
支
配
地
は
、
幕
府
の
直
轄
領
で
あ
る
か
ら
、
御
定
書
が
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
紳
奈
川
裁
判
所
開
設

後
も
、
は
じ
め
は
そ
れ
に
捺
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
三
浦
榮
五
郎
が
書
い
た
元
年
閏
四
月
八
日
の
一
文
書
に
「
盗
悪
事
等
」
「
以

後
召
纏
者
ハ
」
「
刑
籍
籍
穫
迄
ハ
其
罪
科
・
從
鼻
票
倹
罫
黛
葎
積
看
壷
（
馨
と
あ
る
こ
と
か
ら
為
學
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

し
か
し
、
御
定
書
は
絵
り
に
も
嚴
刑
主
義
を
探
つ
て
い
る
の
で
、
神
奈
川
裁
判
所
當
局
は
、
三
浦
に
命
じ
て
よ
り
寛
大
な
假
刑
法
を
作
ら
し
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
で
あ
ろ
う
。
三
浦
は
善
奉
行
所
の
組
頭
で
、
裁
判
所
開
設
後
も
そ
の
ま
ま
引
き
縫
が
れ
た
職
員
で
あ
る
が
、
牢
獄
の
所
在
地
で
あ
る
戸
部
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

所
に
配
属
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
彼
が
断
獄
關
係
の
旛
當
者
で
あ
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
閣
文
庫
藏
「
紳
奈
川
縣
史
料
」
に
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
假
刑
法
の
内
容
と
、
そ
れ
に
關
し
政
府
に
封
す
る
次
の
よ
う
な
伺
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
－
脱
か
）

　
　
御
一
新
二
付
テ
ハ
刑
律
ノ
儀
御
改
正
可
被
仰
出
ト
奉
存
候
得
共
夫
迄
ノ
露
盗
イ
タ
シ
候
モ
ノ
共
當
裁
剣
所
オ
イ
テ
ハ
別
紙
ノ
通
假
二
定
置
御
仕
置
申
付
候
積
有
之

　
尤
刑
典
御
改
正
相
成
家
第
御
定
ノ
廉
々
早
く
當
方
エ
御
達
有
之
候
様
イ
タ
シ
度
候
此
段
御
達
オ
ヨ
ヒ
候
　
以
上

　
　
　
　
　
七
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紳
奈
川
裁
判
所
剣
事

　
　
　
刑
法
事
務
局
到
事
御
中

　
　
　
（
二
ー
睨
か
）

　
　
當
港
オ
イ
テ
召
捕
候
悪
徒
共
ノ
内
十
二
八
九
ハ
盗
ノ
罪
科
ニ
テ
夫
々
御
仕
置
相
成
候
露
是
迄
ハ

　
　
延
享
元
年
極

　
　
　
　
書
夜
二
不
限
戸
明
有
之
塵
又
ハ
家
内
二
　
　
　
金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
死
　
　
　
　
罪

　
　
一

　
　
　
　
人
無
之
故
手
元
二
有
之
品
盗
取
候
類
　
　
　
　
金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
入
墨
ノ
上
重
敲

　
　
享
保
五
年
極

　
　
寛
保
元
年
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
死
　
　
　
　
罪

　
　
一
　
手
元
二
有
之
品
ヲ
風
ト
盗
取
候
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
ス
　
墨
　
敲



享
保
六
年
極

　
一
　
入
墨
二
成
候
以
後
又
盗
イ
タ
シ
候
モ
ノ
　
　
　
死
　
罪

　
右
之
通
奮
幕
府
ニ
テ
刑
律
立
置
候
庭
盗
其
外
敷
十
ヶ
條
ノ
内
時
勢
ノ
攣
革
二
從
ヒ
取
捨
不
致
候
テ
ハ
難
相
成
廉
々
モ
相
見
就
中
右
拾
爾
以
上
盗
イ
タ
シ
候
モ
ノ
死

罪
申
付
候
テ
ハ
残
酷
ノ
様
相
聞
候
間
篤
ト
勘
辮
イ
タ
シ
候
庭
先
金
贋
ヲ
以
論
候
テ
モ
既
二
先
般
被
仰
出
候
金
銀
定
贋
ノ
内
享
保
金
ハ
百
爾
二
付
九
百
三
拾
爾
飴
ノ
通

用
二
御
定
相
成
其
頃
ノ
拾
爾
ハ
庶
幾
ト
方
今
ノ
百
爾
二
相
當
リ
随
テ
雑
物
連
モ
同
様
ノ
儀
ニ
テ
且
入
墨
後
ノ
盗
モ
金
高
難
物
等
多
分
二
候
ハ
・
死
罪
申
付
候
テ
モ
可

然
哉
二
候
得
共
僅
萱
爾
以
下
ニ
テ
モ
無
用
捨
死
刑
二
庭
シ
候
ハ
畢
寛
再
犯
ノ
故
ヲ
以
右
ノ
通
相
定
置
候
哉
二
相
聞
乍
併
入
墨
後
輕
キ
盗
イ
タ
シ
候
モ
ノ
敷
多
ク
有
之

其
時
々
死
罪
申
候
テ
ハ
自
ラ
人
命
ヲ
輕
ン
シ
候
姿
二
相
當
リ
候
間
追
テ
刑
典
御
一
定
相
成
候
マ
テ

聲
夜
二
不
限
戸
明
有
之
庭
又
ハ
家
内
二

入
無
之
故
手
元
二
有
之
品
盗
取
候
類

手
元
二
有
之
品
ヲ
風
ト
盗
取
候
類

入
墨
二
成
候
以
後
叉
盗
イ
タ
シ
候
モ
ノ

金
子
ハ
百
爾
ヨ
リ
以
上
難
物
ハ
代
金
二
積
百
爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ

金
子
ハ
百
爾
ヨ
リ
以
下
難
物
ハ
代
金
二
積
百
爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ

金
子
ハ
百
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ

金
子
ハ
百
爾
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ

金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ

金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
下
難
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ

死
　
　
　
　
罪

入
墨
ノ
上
重
敲

死
　
　
　
　
罪

入
　
墨
　
敲

死
　
　
　
　
罪

増
入
墨
ノ
上
敲

　
　
　
　
　
但
　
死
罪
ノ
一
等
輕
キ
御
仕
置
ハ
入
墨
敲
二
相
替
申
候
．

　
右
ノ
通
假
二
相
定
置
候
積
勿
論
重
科
ニ
モ
可
庭
モ
ノ
御
仕
置
濟
追
彿
候
テ
ハ
直
二
悪
業
可
相
働
モ
難
計
候
庭
幸
横
須
賀
表
製
鐵
所
構
内
ニ
ハ
先
達
テ
江
戸
佃
島
人

足
共
呼
寄
召
遣
ヒ
候
節
取
建
置
候
人
足
小
屋
モ
有
之
不
取
締
ノ
儀
ハ
無
之
趣
二
付
同
所
エ
差
邊
リ
左
ノ
年
限
ヲ
以

一
　
從
前
ノ
刑
律
二
當
死
罪
二
可
庭
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
七
　
年

一
　
同
遠
島
二
當
候
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
年

一
　
追
放
又
ハ
入
墨
重
敲
二
相
當
リ
候
モ
ノ
ヨ
リ
以
下
　
　
當
人
改
心
ノ
檬
子
見
留
壼
ク
年
以
上
ハ
身
寄
ノ
モ
ノ
エ
引
渡

　
右
ノ
通
取
極
相
懸
ノ
螢
役
二
遣
ヒ
廻
シ
候
ハ
ハ
銘
々
懲
戒
ノ
一
端
ニ
モ
相
成
且
ハ
乍
聯
無
賃
同
檬
ニ
テ
働
方
爲
致
候
故
同
所
御
入
費
モ
相
省
ケ
夫
是
可
然
儀
二
有

　
　
　
朋
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
七
八
九
）



　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
七
九
〇
）

之
尤
此
外
悪
事
ノ
輕
重
二
依
品
々
刑
律
先
例
等
モ
有
之
候
得
共
敷
百
ヶ
條
ノ
儀
ニ
テ
其
ノ
犯
科
ノ
姶
末
並
心
底
ニ
モ
寄
リ
候
儀
二
付
前
以
差
定
兼
候
間
其
時
々
取
調

候
積
有
之
候
事

　
こ
の
文
書
の
「
七
月
」
と
い
う
日
附
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
「
七
月
」
に
先
立
ち
閏
四
月
二
十
一
日
の
官
制

改
革
で
刑
法
事
務
局
は
刑
法
宜
に
改
組
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
．
こ
と
く
五
月
二
十
三
日
に
神
奈
川
裁
判
所
は
神
奈
川
府
裁
判
所
と
改
樗
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
文
書
に
記
さ
れ
た
役
所
名
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
七
月
」
は
「
閏
四
月
」
以
前
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
前
掲
「
沿

革
誌
」
は
編
年
史
で
あ
つ
て
、
前
に
引
用
し
た
記
事
は
閏
四
月
の
條
に
あ
る
。
こ
の
記
事
を
典
擦
と
す
れ
ば
、
前
掲
文
書
の
「
七
月
」
は
韓
爲
の

際
の
誤
記
で
あ
り
、
「
閏
四
月
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
の
改
正
法
の
内
容
を
み
る
に
、
元
よ
り
簡
輩
な
大
綱
で
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
問
題
黙
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
つ
は

窃
盗
罪
の
場
合
に
、
死
罪
に
該
當
す
る
構
成
要
件
を
貨
幣
憤
値
の
攣
動
に
感
じ
て
拾
爾
か
ら
百
爾
に
改
め
た
黙
で
あ
る
。
延
享
、
享
保
時
代
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

較
し
て
當
時
の
物
慣
は
約
拾
倍
で
あ
つ
た
か
ら
、
純
客
観
主
義
的
刑
事
思
想
の
わ
く
内
で
考
慮
す
れ
ば
當
然
の
措
置
で
あ
り
、
當
時
、
新
政
府
部

内
に
お
い
て
編
纂
中
の
假
律
が
、
同
じ
く
百
爾
以
下
の
窃
盗
に
封
す
る
死
罪
を
原
則
と
し
て
慶
止
し
て
い
る
の
と
偶
然
に
も
一
致
す
る
。
そ
の
二

は
、
一
般
的
刑
罰
と
し
て
徒
刑
制
度
を
探
用
せ
ん
と
し
た
企
圖
で
あ
る
。
た
と
え
横
須
賀
製
鐵
所
の
建
設
に
寄
場
人
足
を
使
用
し
た
先
例
に
倣
う

と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
當
時
の
刑
事
法
と
↓
て
は
、
き
わ
め
て
異
色
あ
る
庭
置
で
あ
つ
た
。
新
政
府
が
「
追
放
所
沸
ハ
徒
刑

二
換
へ
…
…
窃
盗
百
爾
以
下
罪
不
至
死
様
略
御
決
定
二
相
成
候
」
と
通
達
し
た
の
は
元
年
十
月
晦
日
の
前
掲
行
政
官
達
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
措

置
は
、
い
ち
早
く
紳
奈
川
の
假
刑
法
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
入
墨
、
敲
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
刑
を
執
行
し
た
上
で
徒

刑
を
附
加
す
る
の
で
あ
り
（
鑑
輻
離
〉
、
媛
、
所
沸
の
場
盒
、
そ
れ
ら
を
行
う
代
り
に
徒
刑
髭
著
あ
と
・
劣
鷲
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
石
川
島
人
足
置
場
の
先
例
を
追
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
こ
の
假
刑
法
に
封
す
る
政
府
當
局
の
同
答
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
掲
「
紳
奈
川
縣
史
料
」
の
論
明
に
は
「
指
令
ヲ
脆
セ
リ
。
然
ル
一
一
當
時
漸



獄
掛
り
御
仕
置
當
等
ヲ
見
ル
ニ
大
抵
此
伺
二
基
カ
サ
ル
ナ
シ
。
是
ヲ
以
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
當
時
之
レ
ヲ
以
テ
假
律
ト
定
メ
タ
ル
欺
」
と
あ
り
、
ま
た

次
節
で
述
べ
る
ご
と
く
徒
刑
が
六
月
以
降
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
六
月
以
前
に
政
府
か
ら
「
伺
之
通
」
の
措
令
を
得
た
こ
と
は
確

實
で
あ
ろ
う
。
前
掲
「
澹
革
誌
」
の
記
事
も
、
そ
れ
が
實
際
に
施
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
神
奈
川
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
開
設
後
一
ヵ
月
に
し
て
御
定
書
を
改
正
し
て
臨
時
刑
法
を
施
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

裁
判
の
歌
況
に
つ
い
て
は
、
．
遺
憾
な
が
ら
徴
す
べ
き
資
料
を
見
出
し
え
な
い
。
た
だ
全
艦
の
行
刑
数
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
神
奈
川
縣
史
料
」
所

載
の
明
治
元
年
の
統
計
（
紳
奈
川
裁
判
所
開
設
以
後
）
に
よ
る
と
、

輕
追
放
　
一
人
。
　
庭
梯
　
二
人
。
　
敲
　
七
人
。
　
徒
刑
　
一
人
。
　
遠
島
　
二
二
人
。

　
と
あ
る
。
六
月
以
降
、
徒
刑
場
が
開
か
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
徒
刑
一
人
と
い
う
の
は
飴
り
に
も
少
な
く
、
こ
の
統
計
自
艦
の
信
用
度
を
う
す
め

惹
。
激
字
に
誤
り
が
あ
る
の
か
、
ま
た
は
輕
追
放
、
庭
沸
、
敲
の
合
計
十
人
の
中
に
は
假
刑
法
施
行
以
後
の
分
も
含
み
、
そ
れ
ら
は
「
追
放
叉
ハ

入
蚤
敲
箱
當
農
ヲ
以
下
」
（
魏
假
V
無
つ
て
、
一
年
以
下
の
徒
刑
儀
苫
れ
奄
の
が
あ
つ
た
の
か
轟
れ
な
い
．
奮
は
い
ず

れ
も
奮
奉
行
所
か
ら
引
糧
い
だ
重
罪
犯
に
つ
い
て
、
そ
の
死
刑
の
可
否
を
政
府
に
伺
い
出
て
「
獄
門
可
申
付
庭
今
般
格
別
寛
大
ノ
御
趣
意
ヲ
以
遠

島
可
申
付
候
也
」
の
指
令
を
得
、
六
月
に
｝
括
し
て
八
丈
、
三
宅
、
新
島
へ
邊
つ
た
も
の
で
あ
る
。
新
政
府
が
「
死
刑
ハ
勅
裁
ヲ
経
候
條
府
藩
縣

共
刑
法
官
へ
可
伺
出
」
と
指
令
し
た
の
は
「
元
年
十
月
晦
日
の
前
掲
達
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
死
刑
の
可
否
を
全
て
伺
い
出
て
い
る
の
は
、

神
奈
川
裁
判
所
は
新
政
府
が
い
ち
は
や
く
開
設
し
た
直
轄
地
方
臆
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
政
府
の
統
制
力
が
十
分
に
ゆ
き
わ
た
つ
て
い
た
た
め
で
あ

ろ
う
。

　
翌
二
年
五
月
、
神
奈
川
縣
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
「
刑
法
假
定
」
を
編
成
し
「
徒
罪
期
限
ノ
儀
」
を
添
え
て
刑
法
官
に
伺
い
出
た
。
「
刑
法
假
定
」

は
、
前
年
の
假
刑
法
の
ご
と
き
簡
輩
な
要
綱
で
は
な
く
、
御
定
書
の
重
要
條
項
の
全
般
に
亙
つ
て
法
定
刑
を
改
め
、
且
つ
若
干
の
新
規
定
を
ふ
く

む
一
種
の
刑
法
典
で
あ
り
、
「
徒
罪
期
限
ノ
儀
」
は
從
前
の
追
放
以
下
の
輕
い
刑
罰
を
な
る
べ
く
徒
刑
に
換
え
よ
う
と
す
る
趣
旨
は
前
年
の
假
刑

　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
七
九
一
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
七
九
二
）

法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
詳
細
化
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
換
刑
に
關
す
る
箪
行
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
「
横
濱
開
港
五
十

　
（
1
3
）

年
史
」
に
は
「
二
年
五
月
紳
奈
川
縣
判
官
事
井
關
齊
右
衛
門
は
讐
法
の
或
る
箇
條
に
多
少
改
正
を
加
え
新
法
襲
布
に
至
る
ま
で
の
間
紳
奈
川
縣
下

に
限
り
之
を
施
行
し
た
り
」
と
し
、
「
刑
法
改
定
」
の
内
、
刑
罰
髄
系
の
改
正
條
項
の
み
を
簡
箪
に
掲
載
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
前
掲
「
紳

　
　
　
　
（
M
）

奈
川
縣
史
料
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
全
貌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
前
註
　
ゴ
ヂ
の
部
分
は
朱
書
を
示
し
、
あ
ら
た
に
加
え
た
法
丈
で
あ
り
、
口
は
御
定
書
の
法
丈
を
抹
消
し
た
こ
と
を
示
す
。

　
刑
法
假
定
並
徒
罪
期
限
ノ
儀
二
付
伺
書
菰
冊
差
進
候
間
至
急
御
差
圖
有
之
度
候
也

　
　
　
　
巳
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碑
奈
川
縣
知
事

　
　
　
刑
法
官
御
中

　
從
前
故
幕
府
工
御
委
任
ノ
刑
律
二
被
爲
働
其
内
礫
刑
ハ
君
父
ヲ
獄
ス
ル
大
逆
二
限
リ
其
他
重
罪
及
ヒ
焚
刑
ハ
彙
首
二
換
追
放
所
梯
ハ
徒
刑
二
換
流
刑
ハ
蝦
夷
地
二

限
リ
且
窃
盗
百
爾
以
下
罪
不
至
死
候
檬
略
御
決
定
相
成
候
趣
ノ
御
大
農
去
辰
十
一
月
中
御
布
告
有
之
候
二
付
右
刑
律
廉
々
ノ
内
捧
消
ノ
分
ハ
奮
幕
故
律
ヲ
掲
ケ
御
新

律
御
布
告
相
成
候
迄
ハ
朱
書
ノ
通
假
定
致
シ
御
仕
置
御
答
申
付
度
尤
死
刑
以
上
ハ
伺
ノ
上
申
付
候
様
可
仕
候

一

隠
鐵
砲
所
持
致
候
者

隠
鐵
砲
打
候
モ
ノ

人
別
帳
ニ
モ
不
加
他
ノ
者
差
置
候

モ
ノ

　
　
　
　
無
宿
者
　
　
徒
罪

　
　
　
　
差
置
候
者
　
　
重
キ
過
料

礫
　
　
火
罪
　
　
獄
門
　
　
死
罪

遠
島
　
　
中
追
放

所
遡

鐵
砲
取
上

右

同

蜥

鐵
砲
取
上
重
キ
過
料

當
人
並
差
置
候
モ
ノ
共

名
主
　
重
キ
過
料
組
頭

過所
料彿

※
　
一

遠
島

有
宿
者
　
　
重
キ
過
料
元
人
別
ノ
方
工
可
爲

名
主
　
　
過
料
　
　
　
　
組
頭
　
　
過
料

　
重
キ
追
放



右
御
仕
置
申
付
候
者
ハ
田
畑
家
屋
敷
家
財
ト
モ
飲
所
可
申
付
中
追
放
田
畑
家
屋
敷
輕
追
放
ハ
田
畑
計
敏
所
申
付
家
財
ハ
中
輕
共
二
不
及
飲
所
吟
昧
ノ

内
致
病
死
候
ト
モ
吟
昧
詰
御
仕
置
可
申
付
者
二
決
置
候
上
致
病
死
候
ハ
・
伺
二
可
成
筋
ノ
御
仕
置
ノ
モ
ノ
ハ
伺
ノ
上
鮫
所
可
申
付
事

礁
刑
　
　
一
　
臭
首
　
　
剛
　
刎
首
　
　
剛

　
右
ハ
田
畑
家
屋
敷
家
財
等
不
及
訣
所
候
事

流
罪
　
　
一
　
徒
罪

　
但
武
家
ニ
デ
モ
同
断
ノ
事

地
頭
二
封
シ
彊
訴
其
上
徒
黙
逃
散
ノ
百
姓
御
仕
置

　
頭
取
死
罪
　
　
　
名
主
　
重
キ
追
放
　
　
　
組
頭
　
田
畑
取
上
所
梯
　
　
　
総
百
姓
．
村
高
二
懸
シ
過
料

　
　
　
　
但
地
頭
申
付
非
道
有
之
ハ
其
品
二
鷹
一
等
二
等
モ
輕
ク
可
相
伺
末
進
無
之
二
於
テ
ハ
重
キ
答
不
及
事

強
訴
其
上
徒
裳
逃
散
ノ
者
　
　
　
　
頭
取
　
徒
罪
　
　
　
名
主
　
徒
罪
　
　
　
組
頭
　
徒
罪
　
　
　
総
百
姓

　
　
　
但
筋
柄
相
立
候
儀
二
有
之
ハ
其
品
二
感
シ
剛
等
モ
ニ
等
モ
輕
ク
可
申
付
末
進
無
之
ハ
重
キ
魯
不
及
候
事

諸
商
物
代
金
請
取
其
品
不
渡
外
工
二

重
費
致
シ
叉
ハ
取
次
可
遣
品
質
二
置

並
費
梯
或
ハ
金
銀
横
取
致
候
者

金
子
ハ
拾
爾
以
上
難
物
ハ
代
金
二
積
拾
爾
位

ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
死
罪

金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
下
難
物
ハ
代
金
二
積
拾

爾
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
　
　
　
　
　
入
墨
敲

　
　
但
先
入
牢
申
付
代
隻
ハ
膓
ニ
テ
成
－
モ
銀
候
二
於
テ
ハ
囹
蔑
呈
ハ
『

　
　
但
奉
公
杢
馴
合
饗
ノ
外
二
給
金
ノ
内
ヲ
配
叢
爲
致
肇
候
ハ
・
一
死
罪
奮
非

奉
公
人
ト
馴
合
馨
爲
致
候
萸
　
面
圏
　
　
　
　
徒

人
在
華
相
擾
軍
垂
死
ヲ
不
琴
薮
候
者
圃
幽

　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法

一
自
分
ノ
名
ヲ
蒙
公
人
ノ
請
・
立
肇
　
一
江
戸
重
四
方
所
幽
　
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
村
高
二
感
シ
過
料

金
子
ハ
百
雨
位
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
百

雨
位
ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
刎
首

金
子
ハ
百
雨
位
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
百

雨
位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
罪

江
戸
囲
徒
罪
囹
百
霞
下
ハ
颪
囲
畢
舞

罪

　
　
罪

重
キ
過
料

九

（
七
九
三
）



明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法

取
逃
ノ
雑
物
ヲ
預
ケ
置
配
分
致
シ
又
ハ
禮
金
等
取
當
人
ヲ
薩
置
候
請
人
主

　
　
但
取
逃
ノ
品
輕
ク
候
ハ
、
當
人
ノ
御
仕
置
ヨ
リ
剛
等
輕
ク
可
申
付
事

死

罪

金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾

爾
位
ヨ
リ
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
罪

金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
拾

爾
位
ヨ
リ
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
入
墨
敲

一
〇

（
七
九
四
）

手
元
二
有
之
品
ヲ
風
ト
取
逃
叉
ハ
盗

致
候
者

　
　
　
　
流
　
罪

金
子
ハ
百
雨
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
雨

位
ヨ
リ
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎
首

金
子
ハ
百
雨
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
雨

位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
罪

面
先
入
牢
申
叢
逃
ノ
品
優
・
於
テ
ハ
拾
喪
上
以
τ
モ
美
嬰
蕩
亀
付
江
戸
・
不
罷
在
篠
可
霧
圏

使
二
爲
持
遣
候
品
取
逃
致
候
者

金
子
ハ
壼
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
壼

爾
位
ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
　
　
　
　
　
死
罪

金
子
ハ
壼
爾
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
萱

爾
位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
　
　
　
　
入
墨
敲

金
子
ハ
五
拾
雨
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
五

拾
雨
位
ヨ
リ
以
上
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
刎
首

金
子
ハ
五
拾
雨
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
五
拾
雨

位
ヨ
リ
以
下
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
罪

閲
入
箒
鍍
逃
嘉
穫
・
於
テ
蓋
爾
呈
以
巽
天
願
ノ
通
助
命
申
付
江
戸
・
不
罷
在
榛
・
可
巖
圏

但
先
入
牢
申
付
取
逃
ノ
品
償
又
ハ
用
捨
致
シ
主
人
等
ヨ
リ
助
命
願
出
候
ハ
、
差
見
候
上
徒
罪

一
引
負
致
候
壷
轟
金
無
之
二
於
テ
ハ
一
金
高
・
一
辱
辛
讐
圏
　
徒
罪

但
當
人
並
親
類
ノ
身
上
二
鷹
シ
引
負
金
高
三
分
ノ
一
或
ハ
五
分
｝
叉
ハ
十
分
一
相
濟
候
ハ

リ
相
掛
候
様
可
申
付
事

・
當
入
出
牢
ノ
上
追
テ
身
上
持
次
第
幾
度
モ
主
人
方
ヨ

但
濟
方
申
付
等
閑
候
ハ
入
牢
申
付
當
人
並
二
親
類
ノ
身
上
二
感
シ
引
負
金
高
三
分
ノ
一
或
ハ
五
分
剛
叉
ハ
＋
分
剛
爲
相
濟
追
テ
身
上
持
次
第
幾
度
モ

主
人
ヨ
リ
相
掛
候
檬
可
申
付
事



一

捨
子
有
之
ヲ
内
謹
ニ
テ
隣
町
等
工

又
候
捨
候
儀
顯
二
於
テ
ハ

當
人
　
　
所
沸

五
人
組
過
料

家
主
　
　
過
料

名
主
　
江
戸
梯

當
人
　
　
重
キ
過
料

五
人
組
　
　
過
　
料

家
主
　
　
過
　
料

名
主
　
　
江
戸
梯

　　　　一　　一一

　
但
吟
昧
ノ
上
名
主
五
人
組
家
主
等
不
存
義
無
紛
候
ハ
・
無
構

商
物
ヲ
モ
出
シ
渡
世
致
シ
候
者
妻
同
心
セ
サ
ル
・
婁
・
出
讐
一
死
囲
　
流
罪

　
但
飢
渇
ノ
モ
ノ
夫
婦
申
合
壷
女
爲
致
候
迄
ニ
テ
盗
等
ノ
悪
事
無
之
候
ハ
・
糺
明
二
不
及
候
事

踊
子
呼
寄
婁
爲
縷
料
繋
屋
等
　
　
扉
遡
　
　
肇
過
料

夫
無
妾
密
叢
議
引
出
シ
墜
乙
女
ハ
爲
器
男
ハ
手
幽
女
ハ
押
込
男
ハ
手
鎖

　
但
費
女
等
二
費
渡
候
ハ
、
流
罪

下
女
下
男
ノ
密
通
　
　
薗
人
量
邊
凶
　
　
　
女
ハ
押
込
果
護

他
象
來
叉
ハ
塁
萎
－
鑑
慧
入
候
モ
ノ
圓
江
轟
女
ハ
天
裳
第
可
嚢
房
ハ
手
鎮

夫
有
之
女
－
密
通
致
候
ヲ
承
智
勇
・
被
餐
撲
モ
ノ
顧
堕
　
重
キ
鶏死

罪
一

女
ハ
押
込

一
　
家
内
二
忍
入
或
ハ
土
藏
杯
破
リ
候
類

金
高
雑
物
ノ
多
少
二
不
拘

闘
夜
二
不
限
晶
有
之
髪
蒙
内
二
人
紐
芝
整
元
二
有
之
輕
キ
品
ヲ
叢
難

入
墨
ノ
上
重
園

家
内
工
忍
入
或
ハ
土
藏
杯
破
リ
盗
致
候
類

書
夜
二
不
限
戸
明
有
之
虞
又
ハ
家
内
二
人
無
之
故
手
元
二
有
之
輕

　キ

品
ヲ
盗
取
候
類

　
途
中
ニ
テ
盗
致
シ
候
者
當
座
ノ
カ
タ
リ
又
ハ
ネ
タ
リ
事
致
候
モ
ノ

盗
人
ノ
手
引
イ
タ
シ
候
モ
ノ
　
一
死
罪
一
流
罪

明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法

金
子
ハ
百
雨
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
雨
位
ヨ
リ
以
上

金
子
ハ
百
雨
ヨ
リ
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
百
雨
位
ヨ
リ
以
下

一
一

（
七
九
五
）

刎
　
首

徒
　
罪



※※

朋
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法

　
　
但
本
人
死
刑
以
下
ノ
分
ハ
本
人
ノ
御
仕
置
ニ
ヨ
リ
国
等
輕
ク
可
申
付
事

片
輪
モ
ノ
所
持
ノ
品
ヲ
叢
候
ラ
　
蘭
囲
　
流
罪

難
モ
ノ
ト
乍
存
蜜
シ
盗
鍵
逡
菱
ハ
質
・
酷
分
聚
モ
ニ
死

　
　
但
本
人
死
刑
以
下
ノ
分
ハ
本
人
御
仕
置
ヨ
リ
剛
等
輕
ク
可
申
付
事

壼
藝
ト
乍
存
裏
麦
ハ
五
七
日
箋
留
爲
篠
モ
⊥
重
キ
追
幽

但
金
子
五
拾
雨
以
上
候
ハ
、
刎
首

囲
流
罪

徒
罪

一
二

（
七
九
六
）

圓
響
ノ
礁
二
被
穫
ハ
・
宿
致
讐

死

罪

　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　剛　　一一

　
但
本
人
島
首
二
被
虚
候
ハ
、
流
罪

家
藏
・
忍
入
塞
杢
籍
蕩
持
議
叢
候
モ
ノ
國
上
嚢
圏
※
但
配
分
不
穫
ハ
・
敲
ノ
上
縣

死
刑
以
上
二
可
成
盗
人
ヨ
リ
被
頼
盗
物
持
運
配
分
取
候
モ
ノ
　
　
　
徒
　
罪
　
　
　
　
但
配
分
不
取
候
ハ
、
輕
キ
徒
罪

一
旦
敲
二
成
候
上
輕
キ
盗
致
候
モ
ノ

聞
旦
徒
罪
二
相
成
候
上
盗
致
候
モ
ノ

輕
キ
盗
人
ノ
宿
致
シ
候
モ
ノ

隠
物
買

丙
墨
一

徒
罪

顧
堕

圏
望
圏

但
舞
此
事
力
・
患
墜
三
死
罪
冨
非

盗
物
ト
乍
存
下
直
一
質
覆
ラ
　
　
圃
遡

薯
茎
騎
致
嚢
　
　
　
｝
毅
ノ
上
獄
凹

遺
恨
ヲ
以
火
ヲ
可
附
寂
隻
ハ
婁
イ
多
墜
乙
矧
墨

徒
罪

徒
罪

　　　　一　　一一

重
キ
過
料

島
首

流
罪

但
激
度
二
及
候
ハ
、
徒
罪

　
　
　
　
　
※

但
加
到
入
　
死
罪
　
流
罪



※

一　　　　一　　一一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　圏一

カ
す
薯
墨
公
圏
江
肇
嬰
ハ
穫
事
鰍
或
ハ
人
ヲ
誘
副
合
墜
ノ
　
爾
物
霧
喪
上

高
官
ノ
衆
ノ
家
來
ト
傭
カ
タ
リ
事
致
候
モ
ノ
　
　
金
子
ハ
三
拾
雨
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
三
拾
雨
位
ヨ
リ
以
上
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
ハ
三
拾
雨
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
三
拾
雨
位
ヨ
リ
以
下
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
不
得
物
取
候
ハ
、
流
罪

似
セ
藥
種
護
モ
ノ
　
　
一
雍
ノ
上
死
罪
一

杢
籍
火
ヲ
附
候
モ
ノ
　
　
閲
囲

・
論
ノ
夫
舜
付
片
輪
二
致
撃
ノ
同
追
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
但
渡
世
モ
難
成
程
ノ
片
輪
二
致
候
ハ
・
　
遠
島
　
流
罪

死
囲

刎
　
首

徒
　
罪

其
品
輕
キ
ハ
徒
罪

流
　
罪
　
　
但
其
品
輕
キ
ハ
徒
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

流
　
罪
　
　
但
頼
候
者
　
火
罪
　
島
首

徒
　
罪

　
暑
終
身
給
績
候
程
ノ
扶
助
致
シ
當
人
並
親
類
ノ
者
ヨ
リ
御
仕
置
宥
恕
相
願
候
二
於
デ
ハ
輕
キ
徒
罪

杢
疵
付
攣
桑
治
代
疵
ノ
不
依
多
少
　
百
欝
入
國
國
　

疵
ノ
輕
書
莚
響
嚢
出

伜
人
二
被
穫
ヲ
任
扱
内
謹
ニ
テ
事
覆
類
　
　
一
所
幽
　
輕
キ
徒
罪

御
城
内
ニ
テ
ロ
論
ノ
上
拾
人
以
上
敲
合
ツ
カ
ミ
合
候
モ
ノ

一
双
方
突

重
キ
追
放
　
　
同
荷
澹
致
候
者

敲
ノ
上
江
戸
囲

　
官
局
内
御
構
内
ニ
テ
ロ
論
ノ
上
拾
人
程
モ
敲
合
ツ
カ
ミ
合
候
モ
ノ
　
　
双
方
當
人
　
徒
罪
　
　
同
荷
据
致
候
モ
ノ
　
輕
キ
徒
罪

ア
づ
候
テ
蕩
ヲ
サ
男
長
モ
ノ
國
上
所
彿
｝
　
　
華
霧

　
　
但
所
々
ニ
テ
ア
ハ
レ
候
於
テ
ハ
顧
ノ
上
譲
一
徒
罪

　
　
　
頭
取
　
徒
罪
　
　
但
雍
人
圃
劃
華
過
料

　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

一
遺
恨
互
拾
人
呈
韓
團
契
申
合
難
ノ
上
諸
贅
義
シ
す
候
ニ
オ
イ
テ
ニ
叢
重
キ
追
圏

（
七
九
七
）



　
　
　
朋
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
（
七
九
八
）

　
　
一
　
火
附
　
　
一
　
盗
賊
ノ
上
ニ
テ
人
ヲ
殺
候
モ
ノ
　
　
一
　
徒
窯
致
シ
人
家
工
押
込
候
類
　
　
一
　
追
剥
ノ
類

　
　
　
　
右
ノ
類
科
人
同
類
ニ
ハ
無
嚢
－
モ
萎
・
郵
レ
籏
ヲ
馨
要
立
退
セ
候
モ
ノ
　
開
囲
　
流
罪

　
　
註
　
口
U
で
園
み
當
然
抹
消
す
べ
ぎ
筈
な
の
に
、
そ
の
よ
う
に
な
つ
て
い
な
い
箇
所
が
若
干
あ
る
。
そ
こ
に
は
※
印
を
附
し
た
。

　
右
ノ
外
奮
幕
並
諸
藩
ニ
テ
申
付
置
候
入
墨
又
ハ
構
等
二
相
成
居
候
モ
ノ
有
之
候
ト
モ
前
科
二
不
拘
現
在
所
犯
ノ
罪
状
噛
一
随
ヒ
御
仕
置
申
付
其
飴
ハ
御
新
律
御
布
告

相
成
候
マ
テ
故
幕
府
ノ
刑
律
二
価
相
當
ノ
御
仕
置
申
付
尤
徒
罪
ノ
輕
重
ハ
寄
場
放
置
年
月
ノ
多
少
ヲ
以
匠
別
相
立
候
事

　
但
年
月
ハ
別
紙
ヲ
以
相
伺
申
候

　
一
　
過
料
銭
ノ
儀
是
迄
奮
幕
ニ
テ
申
付
來
候
員
歎
二
不
拘
重
キ
ハ
銭
三
拾
貫
文
又
中
ハ
銭
　
拾
貫
文
輕
キ
ハ
銭
拾
貫
文

　
右
之
通
夫
々
相
伺
申
候
以
上

　
　
　
　
　
巳
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
關
齊
右
衛
門

　
　
　
刑
法
官
御
中

　
去
辰
十
一
月
中
追
放
所
梯
ハ
徒
刑
二
被
爲
換
候
趣
被
仰
出
候
二
付
入
墨
又
ハ
敲
等
肉
刑
ノ
分
モ
徒
刑
二
換
候
積
然
ル
庫
奮
幕
刑
律
追
放
所
梯
入
墨
敲
等
ノ
等
級
ヲ

一
般
徒
刑
ト
而
已
致
候
テ
ハ
犯
罪
二
輕
重
有
之
刑
罰
二
差
別
無
之
姿
ニ
テ
姦
悪
表
懲
ノ
御
趣
意
モ
薄
ク
可
有
之
候
間
年
月
ノ
多
少
ヲ
以
差
別
相
立
兼
テ
相
州
横
須
賀

表
工
取
建
有
之
候
寄
場
エ
放
置
同
所
製
鐵
所
御
普
請
其
外
ノ
人
足
二
仕
役
致
候
様
仕
度
奉
存
候

　
　
横
須
賀
寄
場
放
置
冨
別

三
ケ
年
徒
罪

二
ヶ
年
徒
罪

一
ヶ
年
徒
罪

六
ヶ
月
徒
罪

三
ヶ
月
徒
罪

所入入入入
梯墨墨墨墨

重
敲
ノ
上
重
追
放
　
敲

重
敲
ノ
上
中
追
放
　
敲

重
敲
ノ
上
輕
追
放
　
敲

重
敲
ノ
上
江
戸
携
　
敲

敲

重
追
放

中
追
放

入
墨
　
重
敲
ノ
上
　
敲
　
江
戸
十
里
四
方
追
放
　
入
墨
重
敲

江
戸
彿
　
入
墨
　
重
敲
ノ
上
所
佛
　
敲
　
入
墨
敲
　
入
墨
　
敲



　
一
　
一
旦
徒
罪
二
成
候
後
逃
去
又
ハ
悪
事
致
候
者
罪
不
致
死
分
ハ
　
　
迄
ハ
最
前
ノ
年
月
一
倍
ノ
徒
罪
申
付
四
度
二
及
候
ハ
・
流
罪
申
付
候
積

　
　
　
　
　
但
年
月
一
倍
徒
罪
ノ
儀
ハ
假
令
ハ
ニ
年
徒
罪
ノ
モ
ノ
ニ
’
　
　
四
ヶ
年
三
度
目
ハ
八
ヶ
年
徒
罪
可
申
付
其
飴
右
二
准
シ
申
付
候
様
可
仕
候

　
右
ノ
通
御
規
則
相
立
候
迄
取
極
置
可
申
候

　
　
　
　
　
巳
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
關
齊
右
衛
門

　
　
　
刑
法
官
御
中

　
こ
の
伺
い
に
接
し
た
刑
法
官
は
、
「
刑
法
假
定
」
に
「
附
札
」
を
つ
け
て
返
戻
し
、
指
令
に
代
え
た
よ
う
で
あ
る
。
全
艦
に
劃
す
る
「
附
札
」

に
は
「
新
定
律
頒
布
迄
ハ
伺
ノ
通
其
縣
假
律
二
伍
庭
断
可
致
事
」
と
あ
り
、
礫
の
條
に
は
「
礫
罪
ハ
君
父
ヲ
獄
ス
分
大
逆
二
限
リ
候
事
」
、
火
罪
の

條
に
は
「
火
罪
ハ
臭
首
二
換
へ
候
事
」
と
そ
れ
ぞ
れ
「
附
札
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
附
札
」
に
は
誰
印
が
な
く
、
ま
た
「
徒

罪
期
限
」
の
方
に
は
「
附
札
」
も
な
く
、
刑
法
官
の
諾
否
が
不
明
の
た
め
、
井
關
判
官
事
は
ふ
た
た
び
刑
法
官
の
同
答
を
求
め
、
そ
の
許
諾
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
往
復
文
書
が
あ
る
。

　
　
刑
律
假
定
並
徒
罪
放
置
ノ
儀
伺
書
　
珊
先
般
指
進
候
庭
刑
律
伺
書
工
新
定
律
御
．
頒
布
迄
ハ
伺
之
通
當
縣
假
定
律
二
依
虜
漸
可
致
旨
御
差
圖
有
之
徒
罪
伺
ノ
方
エ
ハ

別
段
御
附
札
モ
無
之
候
得
共
是
又
伺
之
通
ト
相
心
得
候
併
刑
律
ノ
儀
ハ
重
大
ノ
事
件
ニ
テ
跡
々
二
残
置
候
品
二
有
之
候
間
前
書
御
附
札
工
御
局
御
誰
印
有
之
度
且
徒

罪
伺
エ
モ
御
附
札
受
度
右
伺
書
再
懸
差
進
候
此
段
申
入
候
也

　
　
　
　
　
五
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紳
奈
川
縣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
官
事
　
井
關
齊
右
衛
門

　
　
　
刑
法
官
御
中

　
御
書
面
ノ
趣
致
承
知
候
過
日
以
附
紙
新
定
律
頒
布
迄
ハ
御
縣
假
定
律
二
依
リ
御
庭
断
可
有
之
ト
申
入
候
庭
刑
律
ノ
儀
ハ
重
大
ノ
事
件
跡
々
残
置
候
品
二
候
間
附
紙

二
謹
印
致
呉
候
檬
御
申
越
二
相
成
候
得
共
右
ハ
來
月
ニ
モ
天
下
一
般
工
新
定
律
御
布
告
二
相
成
候
事
故
夫
迄
其
御
縣
假
定
律
ニ
テ
宜
敷
ト
申
心
得
ニ
テ
致
附
紙
儀
二

有
之
故
鐙
印
ニ
モ
不
及
申
ト
存
候
其
徒
罪
人
ノ
儀
モ
同
檬
ノ
儀
二
有
之
候
此
段
及
御
答
候
也

　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
（
七
九
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）



　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
　
（
八
O
O
）

　
　
　
　
五
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
　
法
　
官

　
　
パ
ま
ま
ロ

　
　
金
　
川
，
縣

　
こ
の
同
答
に
「
來
月
ニ
モ
天
下
一
般
エ
新
定
律
御
布
告
二
相
成
候
事
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
當
時
、
刑
法
官
内
に
お
い
て
編
纂
中
の
新
律
綱
領

（
欝
懸
提
〉
を
指
す
も
の
魚
わ
れ
鑑
w
纂
に
そ
れ
が
頒
布
さ
れ
た
の
は
翌
三
年
の
＋
一
稟
で
あ
つ
た
雀
そ
れ
毒
の
約
皐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

七
ヵ
月
間
は
、
神
奈
川
縣
に
お
い
て
「
刑
法
假
定
」
が
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
衣
に
、
こ
の
「
刑
法
假
定
」
と
「
徒
罪
期
限
」
の
内
容
か
ら
、
特
色
と
思
わ
れ
る
貼
を
あ
げ
て
老
察
し
て
み
よ
う
。

　
e
　
こ
れ
ら
の
改
正
規
定
は
「
刑
法
假
定
」
の
伺
書
に
明
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
元
年
十
月
晦
日
の
前
掲
行
政
官
達
の
趣
旨
を
蓮
守
し
、

　
　
ヤ
　
　
ヤ

そ
の
わ
く
内
に
お
い
て
編
成
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
「
追
放
所
沸
ハ
徒
刑
二
換
へ
」
「
窃
盗
百
爾
以
下
罪
不
至
死
」
等
の
「
達
」

の
内
容
が
、
い
ず
れ
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
す
で
に
神
奈
川
縣
で
は
元
年
閏

四
月
の
假
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
假
刑
法
の
内
容
中
、
前
掲
達
に
よ
つ
て
裏
付
け
を
う
け
た
部
分
は
、
さ
ら
に
そ
の

ま
ま
「
刑
法
假
定
」
に
引
き
つ
が
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
反
面
、
假
刑
法
の
規
定
で
前
掲
達
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

え
ば
「
從
前
ノ
刑
律
二
當
死
罪
二
可
塵
モ
ノ
」
徒
七
年
、
「
同
遠
島
二
當
リ
候
者
」
徒
五
年
等
の
規
定
は
、
「
刑
法
假
定
」
に
入
つ
て
い
な
い
。

　
前
掲
達
は
、
全
國
の
府
、
縣
、
藩
に
通
達
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
當
時
ま
だ
全
國
を
實
際
に
統
括
す
る
政
治
力
を
も
た
な
か
つ
た
新
政
府

の
こ
と
と
て
、
そ
の
達
の
内
容
が
か
な
ら
ず
し
も
全
國
に
徹
底
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
新
政
府
の
中
心
地
東
京
に
近
く
、
し
か
も
重
要
な
開

港
場
と
し
て
幕
府
か
ら
の
接
牧
整
備
が
い
ち
早
く
行
わ
れ
た
神
奈
川
縣
に
野
い
て
は
、
さ
す
が
に
完
全
な
蓮
守
が
實
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
◎
前
掲
達
に
は
、
死
刑
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
特
に
限
定
し
て
い
な
い
が
、
「
刑
法
假
定
」
で
は
礫
刑
、
臭
首
、
刎
首
の
三
種
類
の
み
を

規
定
す
る
。
新
政
府
が
編
纂
し
た
明
治
初
期
の
刑
法
典
、
す
な
わ
ち
假
刑
律
（
元
年
）
、
新
律
綱
領
（
三
年
）
、
改
定
律
例
（
六
年
）
等
に
は
、
い
ず
れ



も
絞
首
を
死
刑
の
一
種
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
律
」
系
統
の
特
色
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
徳
川
時
代
の
御
定
書
及
び
そ
の
系
統

の
藩
刑
法
に
お
い
て
は
、
絞
首
は
原
則
と
し
て
探
用
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
「
刑
法
假
定
」
に
絞
首
を
欲
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

御
定
書
を
基
礎
と
す
る
改
正
法
で
あ
つ
て
、
新
政
府
の
立
法
事
業
の
．
こ
と
き
「
律
」
の
復
活
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
「
律
」
系
統
の
刑
法
で
は
か
な
ら
ず
存
在
す
る
答
刑
、
杖
刑
を
積
極
的
に
規
定
し
な
か
つ
た
の
も
、
そ
れ
が
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
㊧
　
「
刑
法
假
定
」
は
御
定
書
に
比
較
し
、
全
般
的
に
法
定
刑
を
輕
く
し
て
い
る
。
「
隠
鐵
砲
所
持
」
が
「
遠
島
」
か
ら
輩
に
「
鐵
砲
取
上
」

に
な
り
、
「
似
せ
藥
費
」
が
「
引
廻
ノ
上
死
罪
」
か
ら
「
流
罪
其
品
輕
キ
ハ
徒
罪
」
に
な
つ
て
い
る
の
は
、
そ
の
も
つ
と
も
著
し
い
例
で
あ
ろ
う
。

彊
訴
の
頭
取
、
依
頼
に
よ
る
放
火
、
強
盗
殺
人
等
、
從
來
は
「
死
罪
」
に
該
當
す
る
場
合
の
多
く
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
等
を
減
じ
て
「
流
罪
」
に
改

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
き
そ
れ
ま
で
附
加
刑
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
き
た
「
田
畑
家
屋
敷
家
財
等
」
の
「
欲
所
」
を
、
庶
民
、
武
士
を
問
わ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

全
て
慶
止
L
て
い
る
の
も
、
寛
刑
方
針
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
新
政
府
が
，
「
財
産
淡
籍
之
法
」
の
停
止
を
各
地
方
に
通
達
し
た
の
は
、
三
年
一

月
二
十
日
で
あ
つ
た
か
ら
、
「
刑
法
假
定
」
の
措
置
は
そ
の
先
蹴
で
あ
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
墨
刑
（
入
墨
）
も
前
掲
十
月
晦
日
の
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

緩
極
的
儀
止
を
明
、
一
、
、
、
芋
、
三
年
九
月
窒
つ
て
「
暴
差
止
羨
方
纂
」
（
羅
誰
簸
響
論
答
）
と
し
、
は
じ
め
湊
止
の
態
度

が
明
ら
か
に
な
つ
た
の
に
反
し
、
「
刑
法
假
定
」
及
び
「
徒
罪
期
限
」
で
は
そ
れ
に
先
立
ち
全
て
の
入
墨
を
徒
刑
に
攣
更
し
て
い
る
。

　
明
治
政
府
の
成
立
以
來
n
そ
の
刑
事
法
政
策
は
前
代
の
嚴
刑
主
義
を
ゆ
る
め
る
方
針
を
以
て
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
諸
政

一
新
、
文
明
開
化
の
風
潮
が
も
た
ら
し
た
所
産
で
あ
り
、
神
奈
川
縣
に
お
匠
る
刑
事
法
改
革
も
、
元
年
閏
四
月
の
假
刑
法
以
來
、
そ
う
し
た
影
響

を
う
け
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
、
前
述
の
．
こ
と
く
あ
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
新
政
府
の
施
策
に
先
ん
じ
て
寛
刑
方
針
が
探
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
奈
川
縣
の
當
局
者
は
、
縣
内
統
治
と
同
時
に
諸
外
國
と
の
交
渉
事
務
に
從
事
し
た
の
で
あ
り
、
他
の
地
方
官
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

較
し
外
國
事
情
を
聞
知
す
る
機
會
に
は
よ
り
恵
ま
れ
た
人
々
で
あ
つ
た
。
い
い
か
え
る
と
、
彼
等
は
文
明
開
化
思
想
の
洗
禮
を
い
ち
早
く
受
け
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
。
彼
等
が
刑
事
法
の
改
革
に
當
り
、
新
政
府
の
方
針
の
わ
く
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
し
て
ま
た
從
來
の
御
定
書

　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
八
0
』
）



　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
（
八
〇
二
）

の
構
成
を
根
底
か
ら
刷
新
す
る
準
備
と
時
間
的
鹸
裕
は
な
か
つ
た
に
も
せ
よ
、
ま
ず
封
建
時
代
の
嚴
刑
主
義
を
出
來
る
限
り
緩
和
せ
ん
と
し
た
の

は
、
き
わ
め
て
當
然
の
結
果
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
「
刑
法
假
定
」
と
「
徒
罪
期
限
」
の
法
が
、
廣
い
範
園
に
わ
た
り
徒
刑
を
探
用
し
て
い
る
の
は
、
當
時
の
刑
法
典
と
し
て
著
し
い
特
色
で

あ
る
。
假
刑
法
に
お
い
て
は
、
入
墨
、
敲
の
場
合
に
そ
れ
ら
の
刑
を
執
行
し
た
上
で
さ
ら
に
徒
刑
を
科
し
た
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
が
、
こ
ん
ど
は
最
初
か
ら
徒
刑
一
本
立
に
攣
更
さ
れ
、
刑
期
も
よ
り
詳
し
く
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
徒
刑
は
、
當
時
の
行
刑
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

ど
の
よ
う
な
比
重
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
明
治
二
、
三
年
度
の
行
刑
統
計
を
、
前
掲
「
紳
奈
川
縣
史
料
」
，
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

明
治
二
年
　
　
礫

　
　
　
　
　
昊
首

　
　
　
　
　
徒
罪

　
　
　
　
　
　
内
課

明
治
三
年
　
　
昊
示

　
　
　
　
　
斬
罪

　
　
　
　
　
徒
罪

　
　
　
　
　
　
内
課

　
　
一
人

　
嶋
七
人

一
八
五
人

輕
キ
敲
ノ
上

　
入
墨
敲
ノ
上

　
三
ケ
月

　
二
年

　
　
三
人

　
　
八
人

三
一
八
人

　
三
月

　
一
・
五
年

　
三
年

斬
　
　
　
二
人

刎
首
　
一
〇
人

答
刑
　
　
四
人

流
七
年
　
四
人

：香三

港等　一ニ
ヘ流一九七一
追（人人人人
放徒
（十
中年三六増敲
國）年ケ入ノ
人　　 月墨上
）　　　敵
　　　　ノー一　　上
入人　二
　　一七三二
　　人人人人

　　七
一一四
人人人

六
月
　
　
六
四
人

二
年
　
　
　
五
人

年
限
不
分
明
　
一
人

重
敲
ノ
上
　
　
　
二
人

中
追
放
ノ
上
　
　
三
人

一
年
　
　
　
一
〇
一
人

日
敷
不
分
　
　
　
五
人

一
年
　
　
　
一
七
三
人

二
・
五
年
　
　
　
一
人



　
　
註
　
明
治
二
年
度
の
「
何
々
ノ
上
」
と
あ
る
の
は
、
假
刑
法
施
行
中
（
五
月
以
前
）
の
も
の
で
、
入
墨
、
敲
に
徒
刑
を
附
加
し
た
こ
と
を
示
す
。
但
し
「
中
追

　
　
　
　
放
ノ
上
」
と
い
う
の
は
、
追
放
を
言
渡
し
、
實
際
は
徒
刑
に
虎
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
雨
年
度
共
、
徒
罪
の
総
数
と
内
課
の
合
計
数
と
の
間
に
若
干
の
誤
差
が
あ
る
の
で
、
こ
の
統
計
自
髄
の
信
用
度
は
か
な
ら
ず
し
も
高
く
な
い

が
、
大
髄
の
傾
向
だ
け
は
知
り
う
る
。
斬
と
刎
首
の
匠
別
は
、
た
だ
用
語
上
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
刑
法
假
定
」
は
新
政
府
の
用
語
例
に
從
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
刎
首
」
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
「
斬
」
は
同
法
施
行
以
前
の
庭
刑
と
思
わ
れ
る
。
答
刑
は
「
刑
法
假
定
」
に
は
み
え
て
い
な
い
刑
罰
で
あ
る
が
、

畜
莚
べ
る
よ
乏
外
箏
の
徒
刑
囚
が
五
夏
以
下
の
物
品
姦
嚢
走
の
場
倉
「
箔
」
を
科
し
て
い
る
か
ら
（
難
羅
蝦
襯
則
〉
、

そ
の
庭
刑
数
を
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
日
数
不
分
」
「
年
限
不
分
明
」
と
い
う
の
は
、
年
限
不
詳
の
意
味
で
は
な
く
し
て
、
「
刑
法
假
定
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

で
年
限
を
定
め
て
い
な
い
徒
刑
（
鵠
響
㏄
罎
聡
鱗
灘
略
簿
騒
魏
膝
瞭
、
）
を
指
す
よ
う
に
も
・
心
わ
れ
る
が
、
こ
の
謹
需
露

地
が
あ
る
。
な
お
、
流
罪
以
上
の
塵
刑
は
全
て
新
政
府
の
指
令
を
仰
い
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
三
等
流
と
あ
る
の
は
三
年
十
一
月
十
七
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

準
流
法
に
も
と
づ
き
指
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

　
こ
の
統
計
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
確
實
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
全
行
刑
激
に
封
し
て
徒
刑
藪
の
占
め
る
割
合
が
、
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

り
高
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。
新
律
綱
領
が
施
行
さ
れ
た
明
治
四
年
度
の
統
計
で
は
行
刑
数
二
六
九
名
の
内
、
徒
刑
は
九
九
名

（
略
幌
濃
翫
嬉
刑
）
に
す
藝
い
の
髭
撃
る
と
、
假
刑
法
及
び
「
刑
法
假
定
」
施
行
譲
、
徒
刑
が
い
か
に
巖
的
刑
罰
と
し
て
欝

さ
れ
て
い
た
か
が
判
明
す
る
。
新
律
綱
領
の
施
行
に
よ
つ
て
神
奈
川
縣
の
行
刑
措
置
は
む
し
ろ
後
退
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
新
政
府
を
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

各
地
方
に
お
い
て
、
い
ま
だ
答
杖
（
敲
）
等
の
身
艦
刑
を
十
分
に
沸
拭
し
き
れ
な
か
つ
た
當
時
、
そ
れ
ら
を
排
し
て
徒
刑
に
統
】
し
た
構
想
は
、

そ
れ
が
製
鐵
所
の
螢
役
と
い
う
受
入
態
勢
側
か
ら
の
刺
激
に
ょ
る
も
の
と
は
い
え
、
近
代
刑
法
へ
の
途
を
い
ち
早
く
進
ん
だ
も
の
と
し
て
高
く
評

債
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
）
　
石
野
瑛
「
横
濱
近
郊
丈
化
史
」
（
昭
和
二
年
）
四
九
六
頁
。

　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
八
〇
三
）



　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
八
〇
四
）

（
2
）
　
明
治
改
元
は
九
月
八
日
で
あ
り
、
一
て
れ
以
前
は
正
確
に
は
慶
鷹
四
年
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
至
て
明
治
元
年
と
呼
ん
だ
。

（
3
）
　
太
田
久
好
著
「
横
濱
浩
草
誌
」
（
明
治
二
四
年
）
　
一
〇
五
頁
i
一
〇
六
頁
。

（
4
）
　
憩
奈
川
府
裁
判
所
設
置
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
説
が
あ
る
。
　
「
明
治
史
要
」
は
「
宮
中
日
誌
」
を
典
振
と
し
て
「
六
月
十
七
目
」
と
す
る
が
（
昭
和

　
　
八
年
・
東
大
版
上
巻
・
七
〇
頁
）
、
「
横
濱
市
史
稿
」
は
「
太
政
類
典
」
に
ょ
り
「
五
月
二
＋
三
日
」
と
す
る
（
政
治
編
◎
・
二
五
〇
頁
、
但
し
同
書
の
一
六
頁

　
　
に
は
出
典
を
明
示
せ
ず
し
て
六
月
十
七
日
と
し
て
い
る
）
。
そ
の
他
の
諸
書
も
雨
読
に
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
掲
沼
叢
誌
（
一
一
七
頁
）
、
前
掲
近
郊
丈
化

　
　
史
（
四
九
七
頁
）
、
「
横
濱
開
港
五
十
年
史
」
（
下
巻
・
一
八
三
頁
）
は
「
五
月
」
と
し
、
「
横
濱
歴
史
年
表
」
（
昭
和
二
八
年
）
は
「
六
月
」
と
し
て
い
る
。
「
宮

　
　
中
日
誌
」
も
「
太
政
類
典
」
も
共
に
信
頼
度
の
た
か
い
原
資
料
の
こ
と
と
て
、
い
ず
れ
の
誤
り
か
を
噺
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
久
世
が
正
式

　
　
に
府
知
事
に
任
命
さ
れ
た
の
は
「
六
月
十
七
目
」
で
あ
る
が
（
顯
要
職
務
補
任
録
・
上
巻
・
四
六
八
頁
）
、
紳
奈
川
裁
判
所
が
神
奈
川
府
裁
判
所
に
改
め
ら
れ

　
　
た
の
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
「
五
月
二
十
三
目
」
で
あ
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
も
出
來
る
の
で
、
本
稿
で
は
一
慮
、
「
五
月
」
説
に
從
い
、
な
お
後
考
を
待

　
　
ち
た
い
。
な
お
、
神
奈
川
府
の
管
轄
地
は
紳
奈
川
宿
、
川
崎
宿
、
綱
島
村
、
溝
口
村
、
小
杉
村
、
日
野
宿
、
木
曾
村
、
小
野
路
村
、
八
王
子
横
山
村
で
あ
つ
た

　
　
（
前
掲
近
郊
丈
化
史
・
六
五
四
頁
）
。

（
5
）
　
神
奈
川
縣
の
管
轄
地
は
、
紳
奈
川
十
里
部
内
の
中
、
小
田
原
、
六
浦
、
荻
野
、
山
中
の
四
藩
領
を
除
き
、
武
藏
國
の
久
良
岐
、
橘
樹
、
都
筑
、
多
摩
、
相
模

　
　
國
の
鎌
倉
、
三
浦
、
高
座
、
大
佳
、
陶
綾
、
愛
甲
、
足
嫡
上
、
足
嫡
下
、
津
久
井
の
諸
郡
で
あ
つ
た
（
前
掲
市
史
稿
・
政
治
編
㊧
・
一
八
頁
）
。

（
6
）
　
前
掲
沿
革
誌
・
一
一
七
頁
。
前
掲
「
開
港
五
十
年
史
」
が
、
こ
の
假
刑
法
の
内
容
に
當
る
改
革
を
、
幕
府
末
期
の
事
件
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
（
下

　
　
巻
・
一
九
一
頁
ー
一
九
二
頁
）
。

（
7
）
　
内
閣
文
庫
藏
「
神
奈
川
縣
史
料
」
（
以
下
、
史
料
と
略
稔
す
る
）
第
三
六
冊
・
制
度
之
部
・
刑
法
。

（
8
）
　
三
浦
は
元
年
四
月
二
十
日
に
「
組
頭
引
績
奉
職
」
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
紳
奈
川
縣
耕
務
補
に
な
り
翌
二
年
六
月
ま
で
在
職
し
た
（
前
揚
史
料
・
第
一

　
　
四
珊
・
官
員
履
歴
）
。

（
9
）
　
前
掲
沿
革
誌
・
一
一
六
頁
。

（
1
0
）
（
1
1
）
　
註
（
7
）
に
同
じ
。

（
E
）
　
前
掲
史
料
・
第
一
九
冊
・
政
治
之
部
・
刑
賞
。

（
B
）
　
前
掲
五
＋
年
史
・
下
巻
・
一
九
二
頁
。

（
1
4
×
1
5
）
　
註
（
7
）
に
同
じ
。

（
1
6
）
　
新
律
綱
領
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
の
は
二
年
三
月
か
ら
で
あ
る
が
（
拙
稿
「
新
律
綱
領
編
纂
關
係
者
考
」
本
誌
第
一
二
巻
二
一
號
四
二
頁
以
下
、
石
井
良



（
1
7
）

（
B
）

（
m
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

助
・
前
掲
書
二
一
七
六
頁
等
参
照
）
、
ま
だ
草
案
も
ま
と
ま
つ
て
い
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
五
月
に
、
刑
法
官
が
「
來
月
ニ
モ
天
下
一
般
工
新
定
律
御
布
告
云

々
」
と
い
う
の
は
時
期
的
に
み
て
早
す
ぎ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
新
定
律
」
は
新
律
綱
領
の
こ
と
で
は
な
く
、
當
時
刑
法
官
部
内
の
み
施
行
し
て
い

た
假
刑
律
を
指
し
、
こ
れ
を
部
外
】
般
に
公
布
す
る
企
圖
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
實
を
裏
付
け
る
資
料
を
見
出
し
、
え
な
い
の

で
、
一
慮
、
本
丈
の
ご
と
く
推
定
し
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

　
前
掲
史
料
（
第
二
〇
冊
・
政
治
之
部
・
刑
賞
）
所
載
の
四
年
二
月
の
判
決
は
、
明
ら
か
に
新
律
綱
領
賊
盗
律
を
適
用
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
同
法
蛋
布
と
同

時
に
、
神
奈
川
縣
は
そ
れ
ま
で
の
「
刑
法
假
定
」
を
駿
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
文
に
引
用
し
た
元
年
、
二
年
の
行
刑
統
計
に
よ
れ
ば
、
五
年
及
び
七
年
の
徒
刑
は
實
際
の
適
用
例
が
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
刑
部
省
の
上
申
に
も
と
づ
い
て
太
政
官
蓬
が
出
さ
れ
た
。
全
丈
は
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門
⇔
・
刑
律
e
二
一
〇
頁
参
照
。

　
前
掲
書
・
一
一
八
頁
。

　
明
治
二
年
の
統
計
は
前
掲
史
料
第
一
九
珊
（
政
治
之
部
・
刑
賞
）
、
三
年
の
統
計
は
同
第
二
〇
冊
（
同
前
）
に
振
る
。

　
明
治
政
府
が
成
立
直
後
に
編
纂
し
た
假
刑
律
は
、
斬
と
い
わ
ず
「
刎
」
又
は
「
刎
首
」
と
呼
び
、
元
年
十
吋
月
十
三
目
の
達
及
び
こ
年
一
月
の
刑
法
官
定
に

も
「
刎
首
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
、
二
年
八
月
五
日
の
刑
部
省
届
に
よ
る
と
「
是
迄
刎
首
」
を
「
斬
罪
」
と
改
め
て
い
る
。
　
「
刑
法
假
定
」
制
定
の
頃
は
、
刎

首
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
に
該
當
す
る
か
ら
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
假
刑
法
で
は
、
百
爾
以
下
の
窃
盗
は
從
前
の
死
罪
が
入
墨
、
敲
に
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
一
年
以
下
の
徒
刑
に
も
虎
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
　
「
刑
法

假
定
」
の
法
丈
で
は
そ
の
鮎
が
不
朋
確
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
「
死
罪
」
の
丈
言
が
消
さ
れ
て
「
徒
罪
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
年
限
を
明
記
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
本
丈
で
述
べ
る
よ
う
に
、
假
に
そ
れ
を
年
限
を
定
め
な
い
徒
刑
に
虎
し
た
も
の
と
す
る
と
、
朋
治
二
年
五
人
、
三
年
一
人
と
い
う
統
計
は
、
そ
う
し

た
犯
罪
事
件
が
多
か
つ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
蝕
り
に
も
過
少
で
あ
る
。
こ
の
鮎
を
考
え
る
と
、
前
述
の
犯
罪
事
實
に
封
す
る
徒
刑
の
年
限
は
、
假
刑

法
と
同
様
に
一
年
以
下
で
あ
つ
た
様
に
も
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
な
ら
ば
統
計
に
い
う
「
年
限
不
分
明
」
は
軍
に
年
限
不
詳
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
ら
の
黙
は
疑
問
と
し
て
お
き
た
い
。

　
流
罪
の
揚
所
と
し
て
、
北
海
道
を
豫
定
し
た
が
、
受
入
準
備
が
整
わ
ず
、
そ
れ
が
た
め
流
罪
を
三
段
階
に
分
け
、
五
年
、
七
年
、
十
年
の
徒
刑
を
以
て
代
え

た
の
で
あ
る
。
府
縣
藩
へ
出
さ
れ
た
「
準
流
法
」
達
の
全
丈
は
前
掲
分
類
大
全
・
一
〇
九
頁
ー
一
一
〇
頁
参
照
。

　
数
字
の
誤
差
の
み
な
ら
ず
、
　
「
刑
法
假
定
」
所
定
の
刑
罰
で
、
，
統
計
に
現
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
、
押
込
、
手
鎖
、
過
料
が
あ
る
。
前
二
者
は
姦
通
罪
の
み

の
刑
罰
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
事
件
が
起
き
な
か
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
過
料
の
揚
合
は
や
は
り
適
用
例
が
な
か
つ
た
の
か
、
或
い
は
輕
微
な
事
件
と

し
て
統
計
か
ら
省
略
し
た
の
か
、
不
朋
で
あ
る
。

　
朋
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
八
〇
五
）



　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
（
八
〇
六
）

（
2
6
）
　
前
掲
史
料
・
第
二
〇
冊
・
政
治
之
部
・
刑
賞
。

（
2
7
）
　
明
治
三
年
閏
十
月
に
制
定
さ
れ
た
和
歌
山
藩
の
「
刑
法
内
則
」
も
流
刑
答
刑
を
全
て
徒
刑
に
代
え
て
い
る
が
（
拙
稿
．
前
掲
和
歌
山
藩
刑
法
・
本
誌
第
二
五

　
　
巻
三
號
二
八
頁
参
照
）
、
こ
う
し
た
措
置
は
當
時
と
し
て
は
通
例
の
も
の
で
は
な
い
。
新
政
府
の
刑
法
典
で
は
假
刑
律
は
も
ち
ろ
ん
新
律
綱
領
に
お
い
て
も
、
筈

　
　
杖
二
刑
は
採
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
慶
止
さ
れ
た
の
は
五
年
四
月
の
懲
役
法
（
太
政
官
布
告
）
か
ら
で
あ
つ
た
。

三
　
徒
刑
制
度
の
實
施
と
、
そ
の
内
容

　
神
奈
川
縣
に
お
い
て
は
、
明
治
元
年
閏
四
月
の
假
刑
法
以
來
、
徒
刑
制
度
を
探
用
し
、
翌
二
年
五
月
の
「
刑
法
假
定
」
及
び
「
徒
罪
期
限
」
の

法
で
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
般
的
荊
罰
に
ま
で
損
張
し
た
こ
と
は
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
制
度
が
徳
川
末
期
の
横
須
賀
製

鐵
所
で
寄
嚇
人
足
を
使
用
し
た
先
例
を
追
い
立
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
読
明
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
横
須
賀
製
鐵
所
は
、
元
治
元
年
、
世
界
情
勢
に
め
ざ
め
た
徳
川
幕
府
が
自
ら
艦
船
を
建
造
し
、
海
軍
振
張
を
計
る
目
的
を
以
て
、
主
と
し
て
勘

定
奉
行
小
栗
上
野
介
の
建
策
に
も
と
づ
き
佛
蘭
西
の
援
助
を
う
け
て
建
設
せ
ん
と
し
た
造
船
所
で
あ
り
、
後
ち
の
横
須
賀
海
軍
工
廠
の
前
身
で
あ

る
。
佛
蘭
西
ツ
ー
・
臥
造
船
所
に
範
を
探
り
、
そ
の
三
分
の
二
の
規
模
を
目
標
に
し
て
工
事
期
間
四
ヵ
年
、
総
工
費
二
百
四
十
萬
弗
を
計
上
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

大
建
設
工
事
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
た
め
佛
蘭
西
人
技
師
ヴ
エ
ル
ニ
ー
（
淳
窪
曾
富
頴
9
＜
Φ
昌
》
）
を
長
と
す
る
数
十
人
の
技
術
者
を
招
聰
し
、

實
際
に
工
事
を
開
始
し
た
の
は
慶
鷹
元
年
九
月
二
十
七
目
で
あ
つ
た
。
こ
の
起
工
に
先
立
つ
閏
五
月
十
五
日
、
幕
府
は
寄
場
奉
行
に
命
じ
て
人
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

二
百
名
を
派
遣
し
、
勘
定
奉
行
の
支
配
に
属
せ
し
め
て
海
岸
埋
立
工
事
に
從
事
す
る
様
、
指
示
を
あ
た
え
、
さ
ら
に
八
月
に
は
白
地
木
綿
の
法
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
背
章
は
黒
餅
の
印
）
を
制
服
に
定
め
、
近
村
に
も
そ
の
こ
と
を
布
達
し
て
脆
走
に
備
え
る
庭
置
を
講
じ
た
。
工
事
開
始
後
は
、
一
般
土
工
の
請
負
場

所
と
は
別
に
、
特
定
の
場
所
を
指
定
し
て
土
石
運
搬
及
び
埋
立
作
業
に
從
事
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
寄
場
人
足
を
使
役
す
る
こ
と
が
、
如
何
な
る

企
圖
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
幕
府
部
内
如
何
な
る
人
の
主
唱
に
よ
る
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
幕
府
と
し
て
は
珍
ら
む
い
大
土
木
工
事
で
あ
り

且
つ
比
較
的
短
期
間
で
竣
工
せ
し
む
る
關
係
上
、
安
い
費
用
で
多
人
敬
を
動
員
で
き
る
方
法
と
し
て
企
叢
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
製
鐵
所
内
に



お
け
る
螢
働
歌
況
や
所
遇
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
知
る
べ
き
資
料
を
歓
く
が
、
翌
年
一
月
、
病
人
績
出
の
た
め
に
豫
定
の
工
事
が
進
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

費
用
の
黙
で
も
他
の
請
負
人
足
に
比
較
し
て
特
別
に
低
廉
で
も
な
か
つ
た
の
で
、
そ
の
使
用
の
停
止
が
製
鐵
所
委
員
か
ら
老
中
に
上
申
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
か
な
り
無
理
な
重
螢
働
を
課
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
製
鐵
所
に
お
け
る
寄
場
人
足
の
使
用
は
、
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ず
か
数
ヵ
月
に
し
て
失
敗
の
裡
に
終
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
維
新
後
、
神
奈
川
裁
判
所
成
立
直
後
の
明
治
元
年
閏
四
月
朔
日
、
東
久
世
総
督
は
自
ら
横
須
賀
に
赴
き
工
事
中
の
製
鐵
所
一
切
の
設
備
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

外
人
技
術
團
と
共
に
新
政
府
に
引
き
つ
ぎ
、
こ
れ
を
神
奈
川
裁
判
所
の
管
轄
下
に
お
い
た
。
そ
し
て
未
完
成
の
工
事
は
從
來
通
り
績
行
す
る
も
、

費
用
に
つ
い
て
は
極
力
縮
減
方
法
を
定
め
、
製
鐵
所
生
徒
、
外
人
醤
師
、
舎
密
局
（
臓
究
）
等
の
不
急
の
も
の
は
全
て
慶
止
さ
れ
た
。
假
刑
法
が
編

成
さ
れ
た
の
は
、
ち
よ
う
ど
製
鐵
所
を
接
牧
し
工
事
を
再
開
し
た
頃
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
数
年
前
の
寄
場
人
足
使
用
の
先
例
が
想
起
さ
れ
、
徒

刑
制
度
を
創
設
、
囚
徒
を
製
鐵
所
で
使
役
す
る
企
叢
が
た
て
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
製
鐵
所
経
費
縮
小
の
方
法
と
し
て
老
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
前
掲
假
刑
法
の
伺
書
に
も
「
無
賃
同
様
ニ
テ
働
方
爲
致
候
故
同
所
御
入
費
モ
相
省
ケ
夫
是
可
然
儀
二
有
之
」
と
あ
る
。
寄
場
人
足
の
使
用

が
失
敗
に
絡
つ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
所
遇
そ
の
他
の
勢
働
條
件
に
つ
い
て
は
、
改
善
の
考
慮
が
は
ら
わ
れ
売
も
の
と
思
わ

れ
る
．
製
鐵
所
欝
に
監
獄
翁
（
騰
離
蒲
峨
）
が
蓑
さ
れ
、
「
分
署
囚
徒
取
扱
規
則
案
大
要
」
が
作
盛
れ
た
の
は
、
六
月
二
＋
三
具

　
　
　
　
（
8
）

あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
頃
か
ら
實
際
に
徒
刑
囚
の
使
役
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
述
べ
た
様
に
、
「
神
奈
川
縣
史
料
」
所
載
の
明
治
元

年
統
計
の
「
徒
刑
一
人
」
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
数
字
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
り
と
て
分
署
開
設
當
時
の
徒
刑
囚
の
数
は
．
幕
府
の
寄
場
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

足
二
百
人
に
比
較
す
れ
ば
決
し
て
多
く
は
な
か
つ
た
模
様
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
明
治
二
年
四
月
九
日
附
「
製
鐵
所
在
勤
官
吏
及
附
属
員
」
表

に
ょ
る
と
「
寄
場
人
足
員
数
」
は
「
貧
民
三
十
五
名
、
徒
刑
囚
十
九
名
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
貧
民
」
と
い
う
の
は
、
刑
期
満
ち
て
引

取
人
な
き
者
を
縫
績
し
て
牧
容
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
刑
法
假
定
」
及
び
「
徒
罪
期
限
」
の
法
が
施
行
さ
れ
た
明
治
二
年
の
後
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か
ら
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
著
し
く
徒
刑
囚
が
檜
加
し
、
三
年
五
月
の
牧
容
現
在
員
数
は
百
二
十
一
人
に
達
し
て
い
る
。

　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
八
〇
七
）



　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
八
○
八
）

盗
「
翁
囚
徒
聚
規
則
案
奉
」
（
似
騨
描
）
に
よ
つ
て
智
急
徒
刑
場
の
装
姦
川
蕎
の
石
川
曼
足
寄
場
（
似
騨
講
）
及

び
明
治
維
新
後
各
地
方
で
開
始
さ
れ
た
徒
刑
の
そ
れ
と
を
比
較
し
つ
つ
考
察
し
て
み
た
い
。

分　一
署
に　職
は　制
次
の

職
員
が
置
か
れ
た

　四規
款則
　第
～て’

一
箇
月

二
付

元
　
締
　
役

玄
米
五
＋
俵

三
　
人
　
扶
　
持

金
　
　
五
　
　
、
爾

銀
　
三
　
＋
　
匁
　
鏡

八
　
＋
　
文

定

役
　
同
　
　
三
＋
俵

三
人
扶
持
同

金
　
　
鮎
四
　
　
爾

同

同
　
下
　
役

同
　
　
二
＋
俵

二
人
扶
持
同

金
　
　
三
　
　
．
爾

同

　
そ
の
員
数
は
わ
か
ら
な
い
。

　
寄
場
の
職
制
は
、
寄
場
奉
行
の
下
に
、
役
所
詰
元
締
役
同
心
三
人
（
山
。
同
五
＋
俵
、
三
人
扶
持
、
御
役
金
五
雨
）
、
下
役
同
心
二
十
九
人
（
高
二
＋
俵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

二
人
扶
持
）
以
下
の
役
人
が
あ
り
、
出
勤
日
に
は
全
て
食
事
が
支
給
さ
れ
、
下
役
以
下
は
勤
務
日
数
に
慮
じ
】
日
銀
一
匁
が
給
與
さ
れ
た
。
こ
れ
と

分
署
の
職
員
の
役
名
給
與
を
比
較
す
る
と
、
多
く
の
類
似
黙
が
み
ら
れ
、
分
署
の
職
制
が
寄
場
の
そ
れ
を
種
受
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
牧
容
設
備
と
場
内
紀
律

　
徒
刑
場
の
建
物
は
、
奮
寄
場
人
足
の
溜
が
そ
の
後
機
械
置
場
に
な
つ
て
い
た
も
の
を
改
造
し
て
使
用
さ
れ
た
。
棟
内
は
囚
徒
室
六
、
病
室
】
、

鍵
役
箋
、
春
場
一
、
煎
輩
一
、
浴
奎
の
計
＋
墓
雰
か
れ
て
い
た
（
講
第
）
．
そ
の
籔
架
明
た
め
、
そ
窺
馨
智
差
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
寄
場
の
牧
容
室
が
六
房
に
分
か
れ
、
別
に
病
室
そ
の
他
を
有
し
て
い
た
の
と
、
監
房
の
室
歎
は
類
似
し
て
い
る
。
偶
然
の

一
致
で
は
な
く
、
そ
の
構
造
を
模
倣
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

囚
徒
室
に
は
壼
籠
世
覆
天
、
世
話
籍
天
、
炊
夫
天
、
理
髪
夫
天
、
浴
室
番
天
、
看
病
夫
天
嘉
い
た
（
鋼
第
〉
．
室

内
は
莚
敷
で
あ
る
が
、
世
話
役
の
み
鐘
二
枚
壷
ね
た
高
坐
が
麺
え
究
た
（
調
第
）
．
寄
場
で
毒
話
役
の
重
角
い
て
い
た
の
霧

（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

る
。
監
房
内
の
秩
序
維
持
と
取
締
の
補
助
と
し
て
牢
名
主
を
お
く
制
度
は
、
徳
川
時
代
の
牢
舎
に
一
般
的
に
み
と
め
ら
れ
る
特
長
で
あ
り
、
寄
場

も
そ
の
例
に
洩
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
後
も
そ
の
制
度
は
引
き
つ
が
れ
、
東
京
府
が
接
牧
し
た
寄
場
で
も
、
三
年
三
月
以
降
名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

（
世
話
役
）
を
間
頭
と
改
め
た
が
そ
の
實
質
は
攣
ら
ず
、
ま
た
當
時
行
わ
れ
た
各
地
の
徒
刑
場
に
も
そ
の
制
度
は
残
つ
て
い
る
。
徒
刑
場
で
窃
盗
、

越
獄
、
結
轟
の
行
爲
奮
設
「
警
」
し
（
燭
辮
y
庭
「
覆
毒
五
夏
以
上
及
此
慣
糖
當
ス
ル
物
品
垂
毯
委
ル
モ
ノ
ハ

斬
　
庭
シ
之
ヨ
リ
以
下
ハ
答
二
虚
」
せ
ら
れ
た
（
槻
馴
蘇
）
。
ま
た
「
徒
罪
期
限
」
の
法
に
よ
る
と
、
逃
走
後
再
犯
の
場
合
で
「
罪
不
致
死
分
」
は

（
額
舗
旙
搬
黎
い
）
、
「
三
蓬
ハ
最
前
ノ
年
旦
倍
ノ
徒
罪
」
「
四
辱
覆
ハ
ハ
流
罪
」
と
し
て
い
る
．
こ
殺
直
接
譲
羅
螢
の

規
定
で
あ
る
が
、
徒
刑
場
逃
走
者
に
嚴
刑
を
以
て
臨
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
寄
場
で
は
逃
走
者
に
最
初
は
死
罪
、
後
ち
に
は
遠
島
の
重
刑
を
科
し

　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
い
た
が
、
明
治
初
期
各
地
の
徒
刑
場
で
も
ま
た
逃
走
に
封
し
て
は
張
い
考
慮
が
沸
わ
れ
、
嚴
重
な
制
裁
を
定
め
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

神
奈
川
縣
の
徒
刑
も
、
そ
う
し
た
一
般
的
傾
向
に
從
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
初
期
の
徒
刑
に
多
く
み
ら
れ
る
片
髪
、
眉
の
剃
落
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

る
い
は
首
輪
の
使
用
等
は
逃
走
防
止
の
手
段
と
し
て
探
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
寄
場
に
お
い
て
そ
う
し
た
方
法
が
原
則
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

な
か
つ
た
先
例
を
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
寄
場
の
つ
よ
い
影
響
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
作
業

作
業
は
製
鐵
所
構
内
の
土
木
事
業
そ
の
他
に
從
事
し
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
詳
し
い
事
情
は
判
明
し
な
い
。
寄
場
人
足
の
使
用
が
結
局
失
敗
に
終

　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
八
〇
九
）



　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
八
一
〇
）

つ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
徒
刑
囚
の
場
合
は
一
感
所
期
の
目
的
を
達
し
え
た
模
様
で
あ
る
。
三
年
五
月
、
鐵
道
建
設
工
事
に
際

し
、
横
濱
鐵
道
掛
は
徒
刑
囚
百
名
の
五
ヵ
月
間
借
用
を
井
關
椹
知
事
に
申
出
、
同
知
事
が
製
鐵
所
監
獄
分
署
に
照
禽
せ
る
と
こ
ろ
、
製
鐵
所
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

総
括
山
尾
民
部
椹
大
丞
（
庸
三
）
は
所
内
土
木
工
事
の
多
忙
を
理
由
に
し
て
、
そ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
當
時
、
徒
刑
囚
の
勢
力

が
所
内
に
お
い
て
重
覗
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
寄
場
人
足
の
失
敗
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
過
重
勢
働
の
結
果
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
徒
刑
囚
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
黙
の
考
慮
が
有
効
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
螢
働
時
間
そ
の
他
の
螢
働

條
件
を
知
り
う
る
資
料
に
接
し
な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。

　
た
だ
署
内
の
春
夫
の
作
業
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
規
定
が
判
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
精
鵜
二
當
リ
テ
四
斗
張
二
臼
、
粗
鵜
二
當
リ
テ
同
四

臼
ヲ
以
テ
百
ノ
定
業
」
と
し
た
（
槻
羅
．
二
年
二
月
の
長
縛
徒
場
規
則
が
五
斗
俵
を
大
讐
蛋
亀
三
年
＋
二
月
の
鷲
縣
徒
場
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

則
が
「
玄
米
一
俵
牛
掲
ヲ
一
日
一
人
定
役
」
と
し
て
い
る
の
に
比
較
す
れ
ば
、
か
な
り
多
い
。

　
四
　
給
養
と
署
療

　
食
事
の
定
量
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

普
通
ノ
業
二
就
ク
日
　
　
白
米
四
合
五
勺
　
　
　
　
土
木
ノ
業
二
就
ク
日
　
　
同
五
合
五
勺

　
休
業
及
罹
病
ノ
日
　
　
同
三
合
五
勺
　
　
　
　
　
病
者
　
　
同
三
合
　
　
　
　
　
春
夫
　
　
同
七
合
五
勺

　
そ
し
て
「
朝
夕
味
喩
汁
及
午
餐
ノ
魚
茶
」
は
、
各
自
の
賃
鏡
に
よ
る
負
措
、
但
し
役
附
の
者
、
病
入
及
び
休
業
日
に
は
全
員
に
官
か
ら
支
給
さ

れ
た
（
槻
響
．
寄
場
で
は
病
人
は
四
合
、
そ
の
他
は
春
か
ら
八
合
肇
華
種
霞
別
し
・
米
鏡
炊
塞
つ
麺
こ
れ
媛
べ
る
と
袈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

川
縣
の
定
量
は
や
や
す
く
な
い
。
徳
川
時
代
に
お
け
る
新
農
田
藩
徒
刑
の
白
米
五
合
、
水
戸
藩
徒
刑
の
米
四
合
変
二
合
、
明
治
維
新
後
の
堺
縣
徒

　
　
　
　
　
（
惚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

刑
の
白
米
五
台
、
和
歌
山
藩
徒
刑
の
男
子
白
米
雰
各
三
合
宛
、
女
子
白
米
肇
各
二
合
宛
、
編
島
縣
徒
刑
の
玄
米
五
合
餐
四
合
（
精
白
し
て
七
合
二



喀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31

）

勺
）
、
京
都
府
徒
刑
の
五
合
か
ら
七
合
五
勺
ま
で
、
病
人
四
合
五
勺
、
木
更
津
縣
徒
刑
の
白
米
五
合
か
ら
七
合
（
田
邊
藩
徒
刑
の
米
三
合
変
四
合
等

に
比
較
し
て
も
決
し
て
多
く
な
い
。
製
鐵
所
内
ド
ッ
ク
開
馨
工
事
は
か
な
り
の
重
螢
働
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
給
食
定
量
は
他
の
地

方
に
比
し
て
む
し
ろ
少
量
に
過
ぎ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
衣
服
は
五
月
に
箪
衣
一
着
、
九
月
に
綿
入
衣
一
着
、
十
一
月
に
同
一
着
、
寝
具
は
冬
季
に
限
り
五
人
に
付
五
巾
布
團
一
枚
を
支
給
し
、
そ
の
他

作
業
に
從
享
霧
合
に
の
拳
墾
蓼
盆
し
た
（
槻
剥
鱗
）
．
寄
場
で
は
柿
色
奎
の
四
季
肇
貸
與
し
、
三
歪
付
冠
宛
五
巾
布
團
隻

　
　
（
32
）

給
し
た
。
大
鰹
こ
れ
に
準
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
維
新
後
の
徒
刑
で
は
、
輻
島
縣
の
ご
と
く
（
三
年
＋
二
月
）
、
法
被
（
夏
冬
一
枚
宛
）
、
股
引
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

三
尺
帯
、
下
タ
帯
、
各
二
筋
宛
、
寝
具
は
夏
季
布
團
一
枚
、
冬
季
二
枚
、
蚊
帳
は
十
人
に
付
］
帳
を
支
給
し
た
例
も
あ
る
か
ら
、
神
奈
川
縣
徒
刑

の
待
遇
は
、
決
し
て
良
好
と
は
い
え
な
い
。

　
賃
鏡
は
普
通
作
業
の
日
給
銀
六
分
、
土
木
作
業
の
日
給
銀
一
匁
、
定
時
間
（
脱
動
噺
媚
磁
は
）
を
超
え
た
と
き
は
時
間
に
鷹
じ
て
檜
給
し
た
。
支
給

方
法
は
牛
額
を
署
費
と
貸
品
料
、
残
額
の
中
三
分
の
一
は
満
期
放
冤
の
時
ま
で
官
に
預
金
せ
し
め
、
三
分
の
二
を
毎
月
三
同
本
人
に
支
給
し
た
。

な
お
銀
亙
錘
頁
文
暴
え
た
（
繍
第
）
．
ま
た
、
役
附
の
者
に
は
別
の
給
料
を
支
給
し
た
．
す
な
わ
ち
日
給
と
し
て
世
話
役
銭
言
四
＋

八
文
、
世
話
役
格
百
四
十
八
文
、
炊
夫
、
理
髪
夫
、
浴
室
番
、
看
病
夫
は
各
々
百
文
宛
で
あ
つ
た
（
槻
親
第
）
。
皮
給
方
法
は
一
般
囚
と
は
異
な
り
、

署
費
及
び
貸
品
料
の
支
彿
が
な
く
、
日
給
の
牛
分
は
放
冤
ま
で
預
金
、
他
の
牛
分
は
毎
月
二
同
に
分
け
て
支
給
さ
れ
た
（
輌
）
。
役
附
の
者
は
一
般

囚
に
比
較
し
、
随
分
優
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寄
場
で
は
作
業
の
勤
惰
に
感
じ
て
毎
月
鏡
四
百
文
以
上
一
貫
目
の
褒
美
鏡
を
支
給
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

牛
分
は
本
人
に
與
え
て
自
由
に
消
費
せ
し
め
、
他
の
牛
分
は
放
冤
の
際
、
生
業
の
資
と
し
て
支
給
さ
れ
た
。
紳
奈
川
縣
徒
刑
の
一
般
囚
の
作
業
金

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
手
取
り
額
は
、
大
騰
に
お
い
て
こ
れ
と
同
額
位
の
計
算
に
な
る
。

入
浴
は
作
業
の
あ
る
場
盒
管
・
襲
は
蜜
算
脅
（
槻
謬
寄
場
の
入
浴
が
原
則
と
し
て
隔
具
魅
明
治
初
年
の
各
地
の

徒
刑
も
大
艦
そ
れ
に
準
じ
て
い
た
の
に
比
較
す
る
と
、
同
数
が
倍
加
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
業
の
朕
況
が
そ
れ
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か

　
　
　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
八
一
一
）



舅
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法

二
八

（
八
一
二
）

ろ
う
か
。

　
病
氣
の
時
は
、
一
日
三
貼
ま
で
の
藥
を
給
し
、
病
死
の
際
は
死
艦
を
親
族
に
下
付
し
、
引
取
人
な
き
と
き
は
、
鏡
二
百
文
を
本
所
同
向
院
に
寄

附
し
て
舞
し
た
（
矯
辮
）
．

　
な
お
、
浦
期
放
冤
の
際
に
は
、
冬
季
は
金
百
匹
、
夏
期
は
五
十
匹
を
被
服
料
と
し
て
與
え
、
在
所
中
と
く
に
勉
業
し
た
者
に
は
別
に
適
當
の
賞

與
が
交
附
さ
れ
、
ま
た
世
話
役
に
は
金
甚
、
そ
の
他
の
役
附
の
者
に
は
金
五
＋
匹
が
別
に
塘
給
さ
れ
た
（
澗
簿
）
．

　
以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
神
奈
川
徒
刑
の
内
容
は
大
鰹
に
お
い
て
幕
府
の
寄
場
の
そ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
維
新

後
、
わ
が
國
近
代
的
自
由
刑
の
螢
足
に
際
し
、
各
地
で
行
わ
れ
た
徒
刑
制
度
に
は
寄
場
系
統
の
も
の
、
律
の
徒
刑
の
流
れ
を
く
む
も
の
、
雨
系
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詔
）

混
在
の
も
の
等
三
つ
の
類
型
に
分
け
う
る
こ
と
は
、
か
つ
て
私
の
詳
し
く
論
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
神
奈
川
徒
刑
は
正
に
典
型
的
な
寄
場
系

統
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
徳
川
時
代
の
神
奈
川
に
は
、
と
く
に
寄
場
類
似
の
制
度
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
横
須
賀
製
鐵
所

の
石
川
島
寄
場
人
足
使
用
の
先
例
が
あ
り
、
あ
た
ら
し
い
徒
刑
も
同
所
に
お
い
て
登
足
し
た
こ
と
と
て
、
そ
の
制
度
の
内
容
に
寄
場
の
つ
よ
い
影

響
を
う
け
た
の
は
き
わ
め
て
當
然
の
結
果
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
所
遇
方
法
に
つ
い
て
は
、
寄
場
に
比
較
し
て
若
干
の
弱
黙
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
雫
い
え
な
い
。
例
え
ば
特
別
茱
給
與
、
自
己
作
業
、
教
謹
、
恩
赦
等
の
制
度
は
全
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
他
給
養
の

面
で
も
前
述
の
ご
と
く
寄
場
に
劣
る
黙
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
制
度
自
龍
が
製
鐵
所
の
工
事
に
從
事
す
る
と
い
う
特
殊
な
目
的
か
ら
出
獲
し
た

も
の
で
あ
つ
た
た
め
、
徒
刑
者
自
身
の
改
善
教
化
の
面
が
、
と
か
く
忘
れ
ら
れ
勝
ち
に
な
つ
た
の
で
ば
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
栗
本
鋤
雲
・
横
須
賀
造
船
所
経
菅
ノ
事
・
「
栗
本
鋤
雲
遺
稿
」
（
昭
和
一
八
年
）
一
一
八
頁
。

（
2
）
　
ヴ
エ
ル
ニ
ー
の
傳
記
と
功
績
に
つ
い
て
は
、
土
木
學
會
編
「
明
治
以
後
本
邦
土
木
と
外
人
」
（
昭
和
一
七
年
）
に
詳
し
い
（
一
四
九
頁
ー
一
五
二
頁
滲
照
）
。

（
3
）
　
横
須
賀
海
軍
工
廠
編
「
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
」
第
一
巻
（
大
正
四
年
）
三
五
頁
。

（
4
）
　
前
掲
書
二
二
九
頁
。



（（65
））

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
m
）

（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

（
14
）

（
15
）

（
1
6
）

（
茸
）

（
B
）

（
19
）

　
前
掲
書
・
五
八
頁
。

　
慶
感
二
年
、
佃
島
燈
皇
の
建
設
作
業
に
も
、
寄
場
人
足
が
使
役
さ
れ
た
が
、
こ
の
工
事
は
成
功
し
た
様
で
あ
る
（
辻
敬
助
編
「
近
世
日
本
行
刑
史
稿
」
，
上
巻

九
〇
三
i
九
〇
四
頁
）
。

　
前
掲
船
廠
史
・
一
〇
五
頁
、
前
掲
近
郊
丈
化
史
・
四
九
七
頁
。

　
紳
奈
川
府
裁
判
所
か
ら
派
邉
さ
れ
た
製
鐵
所
々
員
志
村
左
一
郎
の
立
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
船
廠
史
．
一
〇
八
頁
。

　
前
掲
書
・
一
三
五
頁
Q

　
前
掲
書
・
一
五
七
頁
。
最
初
は
、
徒
刑
囚
の
一
部
が
横
濱
監
獄
署
に
も
牧
容
さ
れ
て
い
た
が
、
二
年
九
月
以
降
は
全
徒
刑
囚
を
製
鐵
所
へ
迭
つ
た
。

　
前
掲
行
刑
史
稿
・
上
巻
・
八
三
一
頁
ー
八
三
二
頁
。

　
前
掲
書
・
八
七
〇
頁
。

　
前
掲
書
・
九
一
三
頁
。

　
牢
名
主
の
制
は
、
弊
害
が
多
か
つ
た
の
で
、
小
原
重
哉
が
囚
獄
椹
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
、
「
間
頭
」
の
制
に
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
實
質
は
ほ
と
ん
ど
饗
ら
ず

そ
の
後
監
獄
則
の
制
定
に
よ
つ
て
（
五
年
）
そ
れ
も
全
暖
さ
れ
た
が
、
實
際
に
は
明
治
十
年
代
ま
で
類
似
の
制
度
が
、
各
地
の
徒
刑
揚
に
残
つ
て
い
た
。

　
前
掲
行
刑
史
稿
・
上
巻
・
九
二
五
頁
。

　
例
え
ば
新
律
綱
領
で
も
「
反
獄
逃
走
」
は
斬
、
「
脱
監
及
越
獄
」
逃
走
は
「
本
罪
二
一
等
ヲ
加
へ
」
、
軍
純
逃
走
は
「
杖
七
十
」
で
あ
る
が
、
そ
の
再
犯
は
絞

で
あ
つ
た
（
捕
亡
律
）
。

　
明
治
初
期
に
お
け
る
各
地
方
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
和
歌
山
藩
刑
法
・
本
誌
第
二
五
巻
三
號
二
〇
頁
註
（
誕
）
参
照
。
そ
こ
に
私
は
二
年
二
月
の

伊
那
縣
を
は
じ
め
九
藩
、
府
、
縣
の
實
例
を
あ
げ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
三
年
八
月
泉
縣
の
片
婁
、
片
眉
（
法
務
圖
書
舘
藏
「
泉
縣
徒
刑
申
渡
書
」
）
、
四
年

五
月
松
本
藩
の
片
眉
、
後
髪
剃
落
（
同
前
「
奮
松
本
藩
塵
刑
口
供
書
」
）
、
四
年
二
月
廣
島
藩
の
牛
額
前
面
剃
落
、
四
年
七
月
高
知
藩
の
片
眉
（
井
上
和
夫
「
藩

法
、
幕
府
法
と
維
新
法
」
中
巷
二
四
四
頁
）
、
七
年
一
〇
月
島
根
縣
の
牛
額
片
眉
（
「
松
江
市
史
」
九
八
五
頁
）
等
の
例
を
見
出
し
た
。
お
そ
ら
く
全
國
的
な
傾

向
で
あ
ろ
う
。

　
元
年
十
月
の
大
阪
府
徒
刑
、
二
年
二
月
の
堺
縣
徒
刑
に
、
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
（
「
磨
府
縣
警
察
溜
革
史
」
其
三
・
二
二
八
頁
、
二
四
五
頁
）
。
こ
れ
は
わ
が

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

王
朝
の
か
せ
を
漢
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
徒
刑
が
、
律
の
影
響
を
う
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
寛
政
年
度
の
寄
場
人
足
は
片
髪
剃
落
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
慶
し
、
天
保
十
四
年
御
目
付
柳
原
主
計
頭
か
ら
男
の
片
婁
、
女
の
切
禿
が
提
案
さ
れ

た
が
、
町
奉
行
阿
部
遠
江
守
の
反
封
で
實
現
せ
ず
（
前
掲
行
刑
史
稿
・
上
巻
・
九
二
二
頁
－
九
一
六
頁
）
、
幕
末
ま
で
途
に
そ
の
ま
ま
で
あ
つ
た
。

　
明
治
初
年
の
神
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
八
コ
ニ
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
八
一
四
）

　
（
2
0
）
　
前
掲
船
廠
史
・
一
五
七
頁
。

　
（
2
1
）
　
人
足
賃
一
目
一
貫
丈
、
掲
賃
五
斗
俵
一
貫
丈
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
た
　
法
規
分
類
大
全
・
治
罪
門
㊧
・
監
獄
二
一
頁
。

　
（
2
2
）
　
前
掲
書
・
三
四
頁
。

　
（
2
3
）
　
前
掲
行
刑
史
稿
・
上
巻
・
九
一
二
頁
。

　
（
24
）
　
寛
政
十
二
年
「
新
肇
田
藩
徒
罪
規
定
書
」
に
よ
る
（
「
北
蒲
原
郡
史
」
第
三
巷
・
一
〇
三
頁
）
。

　
（
2
5
）
　
「
水
戸
藩
史
料
」
別
記
上
巻
・
五
九
九
頁
。

　
（
2
6
）
　
註
（
1
8
）
に
同
じ
。

　
（
2
7
）
　
拙
椅
・
前
掲
和
歌
山
藩
刑
法
・
本
誌
第
二
五
巻
三
號
一
二
頁
。

　
（
2
8
）
　
註
（
22
）
に
同
じ
。

　
（
29
×
3
0
）
　
前
掲
行
刑
史
稿
・
下
巻
・
九
六
八
頁
、
九
七
一
頁
。

　
（
31
）
　
鈴
木
融
「
田
邊
要
史
」
（
大
正
一
二
年
）
一
一
五
頁
。

　
（
32
）
　
註
（
2
3
）
に
同
じ
。

　
（
3
3
）
　
註
（
2
2
）
に
同
じ
。

　
（
麗
）
　
前
掲
行
刑
史
稿
・
上
巻
・
八
九
八
頁
。

　
（
3
5
）
　
前
掲
書
・
九
五
三
頁
。

　
（
3
6
）
　
拙
稿
・
前
掲
和
歌
山
藩
刑
法
・
本
誌
第
二
五
巻
三
號
一
五
頁
ー
一
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
む
　
す
　
び

　
明
治
維
新
直
後
、
紳
奈
川
縣
（
府
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
御
定
書
の
改
定
事
業
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
徒
刑
制
度
の
概
要
は
、
以
上
述
べ
た
通

り
で
あ
る
。
そ
の
假
刑
法
典
が
、
全
て
の
犯
罪
に
封
虞
す
べ
く
編
纂
さ
れ
た
完
全
な
刑
法
典
で
は
な
く
、
一
般
的
に
多
く
議
生
す
る
と
思
わ
れ
る

犯
罪
に
封
す
る
御
定
書
の
量
刑
を
攣
更
し
た
部
分
的
改
正
法
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
は
、
な
お
「
故
幕
府
ノ
刑
律
二
の
相
當
ノ
御
仕
置
申
付
」
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
國
肚
會
の
大
攣
動
期
に
際
し
、
臨
時
の
刑
法
典
と
し
て
、
そ
の
要
請
に
あ
る
程
度
ま



で
封
鷹
し
え
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
と
く
に
入
墨
、
敲
、
追
放
等
の
他
に
先
ん
じ
て
の
慶
止
、
徒
刑
制
度
の
創
設
等

は
v
あ
た
ら
し
い
肚
會
の
進
展
に
そ
う
建
に
適
切
な
虞
置
で
あ
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
初
期
に
お
い
て
若
干
の
地
方
に
み
ら
れ
る

刑
法
改
正
事
業
は
、
王
政
復
古
の
風
潮
に
も
と
づ
き
「
律
」
の
再
生
を
企
圖
し
た
新
政
府
の
影
響
を
う
け
て
、
「
律
」
の
刑
法
の
構
想
を
多
少
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
採
り
入
れ
た
も
の
が
、
比
較
的
多
い
。
こ
れ
に
反
し
神
奈
川
縣
の
假
刑
法
典
は
、
專
ら
御
定
書
の
わ
く
内
に
お
け
る
改
正
事
業
で
あ
つ
た
黙
に

著
し
い
特
長
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
く
徒
刑
制
度
が
、
「
律
」
の
徒
刑
の
復
活
で
は
な
く
、
寄
場
の
制
度
の
模
倣
に
終
始
し
た
原
因
も
、

ま
た
そ
こ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

後
記
　
貴
重
な
資
料
の
闘
覧
を
許
可
さ
れ
た
内
閣
文
庫
の
御
好
意
に
封
し
て
は
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
。

明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法

三
一

（
八
一
五
）


